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下
総
の
南
部
か
ら
上
総
一
帯
に
か
け
て
は
、
内
房
と
外
房
を
結
ぶ
街
道
が
重

要
な
役
割
を
果
し
た
地
域
で
あ
る
。

　
こ

の

地
域
は
内
房
と
外
房
の
村
々
が
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
た
地
域
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
物
資
の
流
通
面
か
ら
見
る
と
、
土
気
往
還
を
中

心

と
し
て
大
網
の
周
辺
地
域
と
内
房
の
登
戸
や
寒
川
は
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し

て

把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
網
周
辺
の
村
々
は
そ
れ
ぞ
れ
内
房
方
面
の
河
岸

と
提
携
が
結
ば
れ
て
お
り
、
外
房
方
面
の
物
資
は
陸
路
内
房
に
運
ば
れ
、
内
房

か

ら
海
上
江
戸
へ
向
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
た
伊
南
通
往
還
も
同
様
で
、
市
原
・
長
柄
・
埴
生
・
山

辺
・
夷
隅
の
諸
郡
は
内
房
の
八
幡
・
浜
野
・
曽
我
野
の
河
岸
へ
物
資
を
運
ん
で

お

り
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
伊
南
往
還
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
。

　
こ

の

よ
う
に
内
房
か
ら
外
房
、
ま
た
は
房
総
半
島
内
部
を
結
ぶ
街
道
を
中
心

と
し
た
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
の
は
木
更
津
－
久
留
里
往
還
辺
り
ま
で
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
よ
り
南
部
は
山
岳
地
帯
で
あ
る
と
同
時
に
、
外
房
方
面

の

諸
村
は

外
房
沿
岸
の
港
か
ら
直
接
物
資
を
積
み
込
ん
で
海
路
江
戸
に
向
っ
た

　
　
　
　
（
1
）

た

め

で
あ
る
。
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伊南通往還の概要

　
以
上
の
こ

と
を
前
担
と
し
て
、
本
稿
で
は
伊
南
通
往
還
に
お
け
る
物
資
の
流

通

と
人
馬
の
継
立
組
織
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
な
お
本
稿
に
お
い
て
外
房
と
い
う
と
き
は
漠
然
と
房
総
半
島
の
太
平
洋
岸
を

指
し
、
東
上
総
と
い
う
時
は
大
網
・
茂
原
・
一
宮
方
面
を
中
心
と
し
た
地
域
を

指
す
こ

と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

一　

伊
南
通
往
還
の
概
要

　
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
内
房
と
外
房
を
結
ぶ
街
道
は
、
房
総
往
還
の
浜

野
村
及
び

八
幡
村

と
茂
原
村
を
結
ぶ
街
道
で
、
茂
原
方
面
で
は
こ
の
街
道
を
伊

南
通
往
還
ま
た
は
伊
南
房
州
通
往
還
と
呼
び
、
六
地
蔵
村
辺
り
で
は
東
浜
往
還

と
呼
ん
で
い
た
。

　
安
永
期
に
茂
原
村
と
高
師
村
は
継
立
権
を
め
ぐ
る
紛
争
を
展
開
し
て
い
る

が
、
そ
の
時
の
訴
状
に
伊
南
通
往
還
・
伊
南
房
州
通
往
還
の
名
称
が
次
の
よ
う

に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　

（
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）
五
月
の
高
師
村
の
訴
状
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
で
　
　
ヘ
　
　
シ

　
一
訴
訟
人
七
郎
右
衛
門
・
平
吉
申
上
候
、
当
村
之
儀
者
伊
南
通
往
還
継
場
二

　
　
而
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　

（同
年
六
月
頃
の
高
師
村
の
訴
状
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
一
当
村
之
儀
者
伊
南
房
州
通
往
還
継
場
二
而
（
以
下
略
）

　
茂
原

と
高
師
村
に
お
け
る
継
立
・
積
荷
を
め
ぐ
る
紛
争
は
貞
享
年
間
に
も
行

わ

れ
て

い

る
が
、
そ
の
時
の
訴
状
に
は
特
定
の
街
道
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

次
の

よ
う
に
街
道
の
区
間
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　

（
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
六
月
の
高
師
村
の
訴
状
）

　
一
江
戸
∠
東
上
総
伊
南
領
其
外
江
之
高
師
村
者
往
還
海
道
二
紛
無
御
座
候
、

　
　
西
之
方
ハ
六
地
蔵
村
江
弐
里
余
、
東
ハ
市
之
宮
村
江
弐
里
之
場
、
先
規
∠
駄

　
　
賃
伝
馬
諸
商
人
等
荷
物
馬
継
来
申
候
段
無
紛
偽
無
御
座
候
、
（
以
下
略
）

　

貞
享
年
間
の
訴
状
に
は
特
定
の
街
道
名
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
街
道
沿

の

人
々
は
街
道
に
名
称
を
付
け
て
呼
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
史
料
に
よ

り
、
浜
野
・
八
幡
村
方
面
か
ら
茂
原
村
に
達
す
る
街
道
は
さ
ら
に
東
上
総
・
伊

南
方
面
に

通

じ
て
い
た
た
め
、
伊
南
通
往
還
の
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か

る
。
こ
の
街
道
は
さ
ら
に
安
房
方
面
に
達
し
て
い
る
が
、
房
州
方
面
を

意
識
し
た
場
合
は
伊
南
房
州
通
往
還
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
伊
南
と
は
伊
南
荘
の
地
域
が
、
近
世
に
は
伊
南
領
の
名
で
慣
習
と
し
て
呼
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

習
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

「
上
総
国
夷
溝
郡
が
平
安
末
期
に
南
北
に
解
体
し
て
伊
南
郡
が
成
立
し
、
そ
れ

が

荘

園
化
し
た
も
の
。
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
な
地
域
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
は
東
上
総
海
岸
沿
の
夷
隅
地
方
と
と
り
あ
え
ず

解
釈
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
東
浜
往
還
に

つ
い
て

は

「
長
柄
町
史
」
に
、
「
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
の
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伊南通往還の概要

肋
郷
出
入
の
一
件
帳
に
、
六
地
蔵
村
問
屋
弥
平
次
な
る
者
が
、
「
当
村
之
儀
は
、

東
浜
往
還
中
継
場
二
て
…
…
」
御
城
米
や
私
領
年
貢
米
の
継
送
り
だ
け
で
な

く
、
売
荷
の
輸
送
も
き
わ
め
て
頻
繁
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
　
一
宮
方
面
か

ら
茂
原
i
六
地
蔵
ー
潤
井
戸
－
浜
野
へ
通
じ
る
道
は
、
房
総
東
浜
往
還
と
唱

え
、
東
上
総
の
貨
物
の
輸
送
や
人
の
往
来
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い

る
。
（
中
略
）
こ
の
街
道
を
、
地
元
の
人
々
は
茂
原
道
あ
る
い
は
江
戸
街
道

と
も
い
い
、
道
幅
は
二
間
一
尺
で
あ
っ
た
と
古
老
は
語
っ
て
い
る
。
L
と
記
さ

れ
て

い

る
が
、
原
史
料
で
は
東
浜
往
還
と
あ
る
も
の
が
、
史
料
を
も
と
に
し
た

記
述
に

は

房
総
東
浜
往
還
と
あ
る
の
は
町
史
執
筆
の
便
宜
の
た
め
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
六
地
蔵
村
方
面
で
は
東
浜
往
・
。
遍
と
呼
ん
で
い
た
と
解
釈
し
て
お

く
。
古
老
の
話
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
般
に
は
茂
原
道
・
江
戸
街
道
と
呼
ん
で

い
た

が
、
こ
れ
で
は
余
り
に
も
漠
然
と
し
た
名
称
で
あ
る
た
め
、
文
書
な
ど
に
記

す
と
き
は
伊
南
通
・
伊
南
房
州
通
・
東
浜
往
還
な
ど
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ

の

街
道
の

中
心
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
地
域
は
茂
原
・
高
師
の
両
村
で

あ
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
伊
南
通
往
還
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
伊
南
通
往
還
は

房
総
往
還
の
浜
野
村
か
ら
分
岐
し
、
古
市
場
村
か
ら
尾
無
ま

で

は
村

田
川
に
沿
っ
て
進
み
潤
井
戸
村
に
達
す
る
。
潤
井
戸
村
か
ら
は
土
気
往

還
に

通

じ
る
道
が
分
岐
し
て
い
る
が
、
こ
の
外
に
も
伊
南
通
往
還
と
土
気
往
還

を
結
ぶ
道
が
幾
条
か
通
じ
て
い
る
。
一
方
房
総
往
還
の
八
幡
村
か
ら
の
道
は
、

古
市
場
と
潤
井
戸
の
お
よ
そ
中
間
に
あ
た
る
大
厩
新
田
辺
り
で
浜
野
か
ら
の
道

と
合
流
す
る
。

　
潤
井
戸
村
を
過
ぎ
る
辺
り
か
ら
道
は
山
間
（
山
と
い
っ
て
も
標
高
一
〇
〇
メ

ー
ト
ル
前
後
）
を
通
る
よ
う
に
な
り
、
追
分
に
至
る
。
こ
こ
は
長
南
に
至
る
街

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

道
が

分
岐

し
て
お
り
、
『
長
柄
町
史
』
に
よ
れ
ば
こ
の
街
道
は
大
多
喜
往
還
ま

た

は

房
総
中
往
還
と
称
し
て
い
た
。
但
し
大
多
喜
ー
勝
浦
間
は
悪
路
で
あ
っ
た

と
い
う
。

　
追
分
か

ら
は
六
地
蔵
村
・
鼠
坂
を
経
て
高
師
・
茂
原
へ
達
す
る
。
総
延
長
は

約
二
五
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
で
あ
る
。
こ
の
間
に
存
在
す
る
継
場
は
浜
野

村
・
八
幡
村
・
潤
井
戸
村
・
六
地
蔵
村
・
高
師
村
・
茂
原
村
で
、
こ
れ
ら
の
継

場
の
う
ち
高
師
・
茂
原
両
村
は
至
近
距
離
に
あ
り
、
継
立
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て

貞
享
年
間
と
安
永
年
間
に
訴
訟
を
展
開
し
て
い
る
が
、
両
村
と
も
継
場
と
し
て

の

地
位

を
確
立
し
て
い
る
た
め
、
幕
府
も
い
ず
れ
か
一
方
に
の
み
継
場
の
権
利

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
安
永
期
の
訴
訟
の
際
幕
府
は
両
村
に
問
屋
の
名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
“
荷
宿
”
と
心
得
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
実
質

的
に
は
継
場
と
し
て
公
用
人
馬
提
出
の
義
務
は
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

　
継
場

間
の
距
離
は
浜
野
村
ー
潤
井
戸
村
間
及
び
八
幡
村
－
潤
井
戸
村
間
が
約

七
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
潤
井
戸
村
1
六
地
蔵
村
間
が
約
七
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、

六
地
蔵
村
ー
茂
原
村
間
が
約
一
〇
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　
伊
南
通
往
還
は
現
在
県
道
浜
野
・
茂
原
線
と
し
て
、
国
道
一
六
号
線
と
茂
原
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上総伊南通往還について

方
面
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

二
　

伊
南
通
往
還
に
お
け
る
物
資
の
流
通

　
外
房
一
帯
は
自
然
条
件
か
ら
、
海
運
に
よ
り
物
資
を
江
戸
に
運
び
出
す
こ
と

は

困
難
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
外
房
よ
り
船
を
仕
立
て
て
物
資
を

運
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
で
あ
っ
て
も
、
大
量
の
物
資
が
な
け
れ
ば
採
算

が
合
わ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
外
房
方
面
の
物
資
は
内
房
へ
陸
送

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
江
戸
内
湾
を
海
路
江
戸
に
向
け
て
運
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
弘
化
年
間

よ
り
嘉
永
年
間
に
か
け
て
、
潤
井
戸
村
・
六
地
蔵
村
と
八
幡
村
は

物
資
の
運
送
を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
し
て
い
る
が
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一

〇
月
に
八
幡
村
が
岩
本
大
隅
守
に
提
出
し
た
願
書
は
、
伊
南
通
往
還
を
中
心
と

し
た
地
方
の
流
通
機
構
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
、
長
文
に
わ
た
る
が
次
に
引

用
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

上
総

国
市
原
郡
八
幡
村
役
人
小
前
惣
代
組
頭
儀
兵
衛
申
上
候
、
当
村
之
儀

者
、
　
御
料
所
井
外
七
給
入
会
、
家
数
四
百
軒
余
有
之
、
同
国
西
海
岸
附

二

而
、
往
古
∂
五
大
力
与
唱
ひ
候
船
株
、
御
代
官
井
給
ξ
地
頭
所
江
永
納
之

分
、
当
時
弐
拾
八
艘
、
猶
川
船
御
役
所
江
永
納
之
船
四
艘
有
之
、
右
廿
八

艘
之
船
永
者
村
高
二
結
ひ
、
千
弐
百
四
拾
石
余
之
御
収
納
相
納
候
共
、
砂

目
野
向
之
悪
地
二
而
、
年
増
荒
地
出
来
、
耕
作
地
少
く
人
数
多
く
、
百
姓

共
銘

ξ
柳
之
持
高
、
諸
作
取
実
茂
薄
く
、
農
業
而
已
二
而
者
相
続
難
相
成
、

同
国
村
ξ
∂
諸
御
屋
敷
様
方
江
上
納
之
御
飯
米
、
又
者
東
海
岸
字
九
十
九

里
、
或
者
房
州
筋
産
物
井
長
柄
・
埴
生
・
山
辺
・
市
原
・
夷
隅
五
郡
之
内
、

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

山
方
者
炭
薪
材
木
菓
も
の
、
野
方
・
里
方
者
穀
物
・
野
菜
、
都
而
御
府
内

江

売
捌
候

品
ξ
を
引
請
、
運
送
之
戻
船
者
口
浜
方
漁
用
之
品
々
井
五
郡
村

ξ
農
用
之
諸
色
御
府
内
∂
積
帰
り
、
右
船
主
之
外
水
主
揖
取
房
事
役
共
村

内
小
高
之
も
の
共
乗
組
、
又
者
荷
物
積
込
之
軽
子
、
船
下
水
揚
等
を
も
相

稼
、
猶
右
都
鄙
両
方
之
諸
品
売
買
交
易
之
商
い
を
も
い
た
し
、
多
人
数
漸

相
続
罷
在
、
加
之
当
村
者
房
総
諸
道
咽
道
之
駅
宿
二
而
、
両
国
諸

御
城
御
陣
屋
、
又
者
海
岸
御
備
場
等
江
御
通
行
之
御
武
家
御
役
人
様
方
、

諸
寺
社
人
と
も
、
東
南
者
五
井
駅
・
牛
久
駅
・
今
富
村
、
西
北
者
浜
野

駅
・
野
田
駅
等
之
口
ξ
江
往
返
継
分
ケ
候
場
所
柄
二
候
故
、
自
然
与
他
駅

∂
御
休
泊
相
嵩
、
御
伝
馬
茂
別
而
繁
く
勤
役
仕
来
候
得
共
、
右
之
通
野
土

之
鹿

田
小
高
船
稼
之
も
の
共
二
候
故
、
馬
飼
養
方
差
支
、
村
役
人
又
者
可

成
相
暮
し
候
も
の
共
、
一
村
漸
拾
疋
余
な
ら
て
者
無
之
、
御
伝
馬
不
足
、

且
先
年
∂
隣
村
助
郷
村
有
之
候
而
茂
、
何
れ
も
野
方
困
窮
之
村
≧
、
其
上

遠
場
茂
有
之
、
御
通
行
二
差
掛
り
触
当
候
而
者
、
其
場
中
≧
間
二
合
不
申
、

往
古
∠
日
ξ
朝
之
内
村
≧
之
馬
当
村
問
屋
場
江
詰
合
、
御
先
触
往
返
人
馬

員
数
相
分
り
、
自
村
助
郷
割
附
相
済
候
後
、
不
用
二
相
成
候
馬
者
、
前
書
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船

上
ヶ
之
江
戸
荷
物
、
長
柄
郡
茂
原
村
・
高
師
村
江
為
附
送
、
猶
東
浜
方

又
者

村
々
諸
産
物
銘
〉
荷
主
共
∠
当
八
幡
村
江
之
送
状
相
添
、
右
茂
原
．

高
師
之
荷
宿
共
江
送
り
越
候
諸
荷
物
引
請
為
附
帰
、
当
村
者
右
荷
物
船
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荷
力
）

返
井
売
買
交
易
之
余
潤
を
以
、
繁
茂
之
御
休
泊
又
者
諸
口
≧
御
用
口
継
、

夜
中
急
人
馬
等
相
賄
い
、
助
郷
者
右
駄
賃
之
稼
を
以
御
伝
馬
勤
役
之
助
成

二

い

た

し
、
難
渋
困
窮
之
自
村
助
郷
相
互
二
相
続
仕
候
儀
二
御
座
候
、
然

ル

処
市
原
郡
潤
井
戸
村
者
、
往
古
∂
私
共
村
方
与
茂
原
・
高
師
之
荷
物
往

　
　
　
　
　
　
（
無
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
北

返
江
者
柳
も
拘
り
口
之
、
尤
私
共
村
方
西
続
浜
野
村
・
曽
我
野
村
二
も
江

戸
往
返
之
船
有
之
、
是
亦
市
原
・
長
柄
・
埴
生
・
山
辺
・
夷
隅
之
諸
郡
村

ξ
∠
、
右
弐
ヶ
村
船
場
江
継
送
り
二
相
成
候
諸
産
物
井
江
戸
揚
ヶ
之
諸
品
、
右

潤
井
戸
二
而
中
継
い
た
し
来
り
、
且
長
柄
郡
六
地
蔵
村
者
、
私
共
村
方
与
茂

原
・
高
師
往
返
之
荷
物
馬
壱
疋
∠
往
返
共
口
銭
四
文
宛
取
来
り
、
猶
潤
井

戸
往
返
茂
同
様
口
銭
有
之
、
多
分
之
金
高
余
潤
二
相
成
候
儀
二
而
、
高
師
．

茂
原
・
六
地
蔵
・
潤
井
戸
井
当
八
幡
村
、
又
者
右
五
ヶ
村
江
之
助
郷
村
ξ
其

余
最
寄
数

百
ヶ
村
と
も
、
一
同
往
古
∠
是
迄
相
互
二
無
差
支
稼
仕
来
候
処
、

（弘
化
四
年
力
）

去
≧
未
年
∂
潤
井
戸
村
・
六
地
蔵
村
之
も
の
共
新
規
之
私
欲
を
差
含
、
高

師
・
茂
原
与
私
共
村
方
荷
物
往
返
附
通
し
江
差
障
り
、
右
三
ヶ
村
荷
宿
共

相
手
取
、
久
須
見
佐
渡
守
様
御
勤
役
中
奉
出
訴
候
趣
、
私
共
儀
茂
承
知
奉

驚
入
候
、
乍
併
前
書
之
通
当
八
幡
村
御
休
泊
諸
継
立
過
当
之
勤
務
、
右
諸

荷
物
往
返
又
者

商
ひ

之
余
潤
二
而
無
難
二
相
続
、
都
而
旧
年
∠
仕
来
之
趣
荷

宿
方
汐
為
申
上
候
ハ
・
、
訴
訟
方
弐
ヶ
村
新
規
不
相
当
之
望
与
相
分
り
、

出
入
早
速
落
着
可
仕
与
存
罷
在
候
処
、
追
々
御
吟
味
中
引
合
村
ξ
を
茂
被

召
出
、
猶
御
吟
味
之
上
高
師
・
茂
原
・
八
幡
荷
物
往
返
旧
例
仕
来
、
又
者

道
程
遠
近
弁
利
不
便
利
之
事
実
相
分
り
、
厚
御
理
解
被
成
下
候
而
茂
、
訴

訟
方
之
も
の
共
我
意
を
張
り
済
方
不
仕
、
追
ξ
長
引
候
趣
私
共
村
方
二
而

相

手
与
被
名
差
候
喜
右
衛
門
外
三
人
∂
致
承
知
、
村
役
人
共
一
同
心
痛
罷

　
　
　
　
　
　
　
（
嘉
永
二
年
）

在
候
折
柄
、
去
ξ
酉
四
月
中
、
是
迄
茂
原
・
高
師
両
村
∠
六
地
蔵
村
江
継

立
来
候
御
料
所
井
諸
家
様
方
御
上
米
六
地
蔵
・
潤
井
戸
江
之
助
成
与
し
て
、

茂
原
・
高
師
二
而
引
請
、
私
共
村
方
江
直
送
い
た
し
候
趣
意
を
以
熟
談
可

致
旨
被
　
仰
出
、
御
請
書
も
差
上
候
趣
猶
喜
右
衛
門
外
三
人
申
二
付
、
早

速

内
済
可
行
届
儀
与
安
心
罷
在
候
中
、
御
訴
訟
方
之
も
の
共
猶
亦
我
意
を

張

り
候
哉
、
落
着
不
仕
追
ξ
奉
掛
御
苦
労
候
段
、
私
共
二
お
ゐ
て
も
恐
入

　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘉
永
三
年
）

歎
ヶ
敷
奉
存
候
処
、
去
戌
二
月
中
訴
答
一
与
先
帰
村
被
仰
付
、
猶
論
中
二

候
而
茂
、
請
荷
物
之
儀
者
是
迄
之
通
往
返
可
為
致
旨
被
仰
渡
候
趣
茂
奉
承

知
、
廉
明
之
御
沙
汰

御
仁
恵
之
御
儀
与
難
有
往
返
相
稼
、
当
八
幡
村
者
勿
論
、
茂
原
・
高
師
両

村
井
最
寄
村
〉
一
同
安
心
相
続
仕
候
内
、
当
亥
八
月
中
潤
井
戸
村
・
六
地

蔵
村
之

も
の
共
如
何
相
心
得
候
哉
、
右
往
返
荷
物
理
不
尽
二
差
留
、
剰
右

混
雑
二
事
寄
せ
、
何
等
之
儀
申
立
候
哉
、
此
節
猶
亦
訴
答
被
召
出
、
御
吟

味
御
座
候
様
相
成
候
趣
承
知
仕
驚
入
奉
恐

入
、
右
者
訴
訟
方
之
も
の
共
不
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穏
成
仕
成
二
而
、
此
上
万
一
異
変
之
儀
も
有
之
、
仕
来
之
荷
物
往
返
差
支

之
儀
等
有
之
候
而
者
、
当
八
幡
村
者
駅
宿
諸
賄
御
伝
馬
勤
続
相
成
兼
、
数

ヶ

村
百
姓
共
者
日
≧
相
続
二
も
拘
り
難
儀
無
此
上
、
殊
二
此
度
之
出
入
者
、

右
之
通
多
勢
永
久
之
興
廃
二
差
響
候
儀
故
、
仮
令
相
手
与
被
名
差
候
と
も
、

荷
宿
共
而
已
江
相
任
可
置
筋
二
無
之
候
間
、
乍
恐
加
り
御
訴
訟
も
可
願
上

与

奉
存
候
折
柄
、
此
度
荷
宿
共
諸
荷
物
之
内
、
六
地
蔵
村
・
潤
井
戸
村
江

内
分
ヶ
中
継
為
致
候
趣
意
を
以
扱
人
差
出
内
済
取
結
候
趣
申
二
付
、
驚
入

篤
与
及
相
談
候
処
、
近
年
房
総
東
浜
方
荷
主
共
運
賃
省
略
之
た
め
、
大
漁

之
節
者
産
物
東
海
外
廻
し
二
い
た
し
、
平
常
之
漁
産
而
已
西
海
岸
木
更
津

村
・
奈
良
輪
村
・
姉
ヶ
崎
村
・
五
井
村
井
下
総
国
浜
野
村
・
曽
我
野
村
・

寒
川
村
・
登
戸
村
等
、
数
ヶ
所
之
船
場
荷
請
宿
有
之
、
荷
物
送
来
候
間
、

何
卒
何
分
荷
数
少
く
、
猶
諸
郡
村
ξ
諸
産
物
茂
、
右
数
ヶ
所
之
船
場
江
振

分
ヶ
来
り
候
儀
二
付
、
引
請
諸
荷
物
江
戸
江
之
運
送
日
数
不
相
掛
、
運
賃

下
直
二
荷
品
も
不
痛
様
心
附
精
ξ
い
た
し
候
義
二
無
之
候
而
者
、
荷
主
共
荷

物
不
送
越
、
然
ル
ニ
当
八
幡
村
二
お
ゐ
て
者
、
前
書
之
通
り
村
方
二
相
結
候

船
有
之
、
其
上
悪
地
之
村
柄
格
外
之
多
人
数
、
右
往
返
船
稼
等
閑
候
而

者
、
相
続
難
相
成
候
二
付
、
運
送
日
数
運
賃
省
略
之
儀
別
而
厚
心
掛
ヶ
、
荷

物
引
請
渡
世
用
弁
利
二
相
成
候
様
い
た
し
候
故
、
自
然
与
荷
主
共
荷
物
差

向
ヶ
越
し
候
儀
之
処
、
当
村
向
ヶ
之
分
を
此
度
之
出
入
二
付
、
荷
宿
共
勝

手
二
六
地
蔵
・
潤
井
戸
江
分
ヶ
為
継
候
様
相
成
候
而
者
、
荷
物
通
行
時
日
相

紛

れ
、
猶
荷
痛
も
出
来
駄
賃
銭
も
相
嵩
、
荷
主
不
便
利
金
子
融
通
二
拘
り

候
儀
眼
前
二
候
故
、
是
迄
当
八
幡
村
江
出
し
来
候
者
、
荷
物
荷
主
共
追
≧

他
方
之
船
場
江
振
向
ヶ
、
直
附
通
し
可
致
儀
必
定
二
而
、
当
村
二
お
ゐ
て
厚

く
心
掛
ヶ
、
日
数
運
賃
省
略
之
精
ξ
仕
候
甲
斐
無
詮
二
成
行
、
仕
来
之
船

稼
井
助
郷
村
≧
相
続
之
駄
賃
稼
江
悉
く
相
響
、
前
書
船
永
上
納
御
休
泊
口

賄
御
伝
馬
勤
続
二
拘
り
、
必
至
難
儀
二
可
陥
儀
眼
前
二
候
連
、
此
節
頻
り
二

自
村
助
郷
多
勢
之
小
前
心
痛
騒
立
、
早
ξ
村
役
人
共
罷
出
奉
歎
願
呉
候
様

日
誉
申
聞
、
殊
二
此
度
之
出
入
全
躰
之
趣
意
荷
宿
共
而
巳
江
可
相
任
置
筋

二

無
之
儀
与
奉
存
候
間
、
乍
恐
加
り
御
訴
訟
奉
申
上
候
、
何
卒
以

御
慈
悲
私
共
儀
も
相
手
方
江
御
差
加
被
成
下
置
、
前
文
之
趣
御
吟
味
之
上

諸
荷
物
往
返
交
易
乏
余
潤
二
而
駅
場
難
儀
之
当
村
困
窮
之
助
郷
漸
相
続
之

訳
口
六
地
蔵
村
者
多
分
之
口
銭
請
取
、
潤
井
戸
村
者
柳
之
駅
場
二
乍
在
、

浜
野
・
曽
我
野
弐
ヶ
所
之
諸
荷
物
往
返
継
稼
、
是
迄
数
年
差
支
無
之
儀
共

被
為
遊
御
賢
察
、
両
村
新
規
勝
手
儘
之
望
相
止
り
候
様
、
被
　
仰
付
被
成

下
置
度
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
田

鍬
三
郎
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
本
大
隅
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
重
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野
対
馬
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
石
見
守
　
知
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
鉄
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
上
八
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
野
長
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
総
国
市
原
郡
八
幡
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
人
小
前
惣
代
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右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
隅
守
知
行
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
頭

　
　

嘉
永
四
亥
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儀
　
兵
　
衛

　
御
奉
行
所
様

前
書
之
通
　
一
色
丹
後
守
様
江
御
訴
訟
奉
申
上
度
奉
存
候
間
、
何
卒
以

御
慈
悲
御
差
出
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
知
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
頭

　
　
　
　
亥
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儀
　
兵
　
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
十
郎
知
行
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差

添
人
　
　
小
　
次
　
郎

岩
本
大
隅
守
様

　
　
御
役
人
中
様

　
長
文
の
願
書
な
の
で
、
ま
ず
願
書
の
大
意
に
つ
い
て
み
よ
う
。
当
時
伊
南
通

往
還
に

お

け
る
物
資
の
継
立
は
、
市
原
郡
及
び
周
辺
各
郡
か
ら
浜
野
・
曽
我
野

に

運
ば
れ

る
物
資
や
、
江
戸
か
ら
浜
野
・
曽
我
野
を
経
て
市
原
郡
等
に
運
ば
れ

る
物
資
は
潤
井
戸
村
に
お
い
て
中
継
を
行
っ
た
。
ま
た
茂
原
・
高
師
方
面
か
ら

八
幡
に

運
ば
れ

る
物
資
や
、
八
幡
か
ら
茂
原
・
高
師
方
面
に
運
ば
れ
る
物
資
は

六
地
蔵
村
に
お
い
て
中
継
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
八
幡
・
茂
原
・

高
師
の
場
合
、
六
地
蔵
村
に
対
し
行
き
帰
り
共
に
馬
一
疋
に
付
口
銭
四
文
を
支

払
っ
て
付
通
し
を
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
願
書
中
に
潤
井
戸
村
も
口
銭
が
多
分

に

な
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
浜
野
・
曽
我
野
及
び
両
村
へ
物
資
を
運
ぶ
村
々
も

潤
井
戸
村
に
口
銭
を
支
払
い
付
通
し
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

　

と
こ
ろ
が
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
潤
井
戸
・
六
地
蔵
の
両
村
は
付
通
し
に

差
障
り
が
あ
る
と
し
て
、
八
幡
・
高
師
・
茂
原
三
か
村
の
荷
宿
を
相
手
に
勘
定

奉
行
久
須
見
佐
渡
守
に
訴
え
を
起
し
た
。
訴
訟
は
長
引
き
、
嘉
永
二
年
（
一
八

四

九
）
四
月
に
は
双
方
熟
談
を
命
じ
ら
れ
る
が
不
調
に
終
り
、
翌
年
二
月
に
は

継
立
は

と
り
あ
え
ず
従
来
通
り
と
し
一
先
帰
村
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
八
幡
・
茂
原
・
高
師
の
三
か
村
は
帰
村
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実

上
訴
訟
の

打

ち
切
り
と
受
け
止
め
た
ら
し
く
、
こ
れ
で
従
来
通
り
物
資
運
送
を

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
安
堵
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
潤
井
戸
・
六
地
蔵
両

村
は

嘉
永
四
年
八
月
往
返
の
荷
物
を
差
止
め
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
八
幡
側
が

差
止
め

に

つ
い
て

の

対
応
策

を
講
じ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
潤
井
戸
・
六
地
蔵
の

両
村
は

諸
荷
物
を
両
村
で
振
り
分
け
て
中
継
を
す
る
こ
と
で
内
済
を
結
び
た
い

と
、
扱
人
を
通
し
て
申
入
れ
て
き
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
方
法
で
は
物
資
の
迅
速
な
運
搬
が
で
き
な
く
な
り
、
手
違
い
も

生

じ
て
し
ま
い
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
の

上
は

訴
訟
の
相
手
方
、
つ
ま
り
八
幡
村
も
被
告
側
に
加
わ
り
た
い
と
願
い
出
た

の
で
あ
る
。
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上総伊南通往還について

　
以
上
が

願
書
の
大
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
訴
訟
の
八
幡
村
側
の
相
手
は
荷

宿

と
い
う
個
人
で
あ
っ
た
が
、
八
幡
村
の
総
意
と
し
て
の
訴
訟
に
持
ち
込
も
う

と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
訴
訟
の
顛
末
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
願
書
は
伊
南
通
往
還
に
お
け
る
継
立

組
織
、
さ
ら
に
上
総
地
方
の
か
な
り
広
範
に
わ
た
る
地
域
の
流
通
を
よ
く
示
す

も
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
で

は

次
に
こ
の
願
書
を
も
と
に
当
地
方
の
流
通
シ
ス
テ
ム
を
み
て
み
よ

う
。
先
の
訴
訟
経
過
概
要
と
若
干
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
行
論
の
関
係
上

あ
え
て
こ
れ
を
省
略
は
し
な
い
。

　
下
総
国
か
ら
上
総
国
の
木
更
津
辺
り
ま
で
の
西
海
岸
の
河
岸
は
、
房
総
半
島

内
陸
部
（
適
切
な
表
現
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
う
表
現

す

る
。
）
や
外
房
方
面
の
物
資
の
出
荷
地
、
ま
た
は
江
戸
か
ら
の
物
資
を
外
房

方
面
へ
陸
送
す
る
拠
点
で
あ
っ
た
。

　
内
房
の
河
岸
か
ら
江
戸
に
向
け
て
運
ば
れ
る
物
資
は
、
願
書
に
よ
れ
ば
曽
我

野
村
・
浜
野
村
・
八
幡
村
の
場
合
は
、
上
総
国
諸
村
よ
り
領
主
へ
上
納
す
る
飯

米
、
東
海
岸
・
九
十
九
里
・
房
州
筋
の
産
物
、
長
柄
・
埴
生
・
山
辺
・
市
原
・

夷
隅
各
郡
の
内
山
方
は
薪
炭
・
材
木
、
里
方
は
穀
物
や
野
菜
な
ど
で
あ
っ
た
。

輸
送
物
資
の
種
類
は
曽
我
野
・
浜
野
・
八
幡
の
三
か
村
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
内
房
沿
の
河
岸
一
般
に
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
願
書
に
は
直
接
記

載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
魚
類
特
に
干
鰯
が
内
房
の
河
岸
へ
大
量
に
輸
送
さ
れ
て

い
る
。

　
江

戸
へ
物
資
を
運
ん
だ
船
は
、
帰
路
は
農
用
、
浜
方
用
の
諸
品
を
運
ん
で
き

て
、
こ
れ
を
東
上
総
方
面
へ
陸
送
し
た
。
一
方
内
房
沿
の
河
岸
は
、
農
漁
村
で

の

生
産
物
や
、
江
戸
か
ら
の
商
品
の
交
易
の
場
と
し
て
の
機
能
も
果
し
た
の
で

あ
る
。

　
流
通
シ

ス

テ

ム

を
下
総
南
部
か
ら
上
総
に
か
け
て
み
て
み
る
と
、
下
総
の
登

戸
村
・
寒
川
村
・
曽
我
野
村
・
浜
野
村
、
上
総
の
八
幡
村
・
五
井
村
・
姉
崎

村
・
奈
良
輪
村
・
木
更
津
村
な
ど
の
河
岸
に
は
そ
れ
ぞ
れ
数
か
所
の
船
場
荷
請

宿
が

あ
り
、
外
房
の
村
々
ま
た
は
流
通
の
セ
ン
タ
ー
と
も
な
る
べ
き
所
と
提
携

が

結
ば
れ
て
お
り
、
物
資
は
ス
ム
ー
ズ
に
内
房
の
河
岸
へ
運
ば
れ
て
い
た
。

　
八
幡
村
の
場
合
茂
原
・
高
師
が
主
た
る
取
引
相
手
で
、
東
浜
及
び
東
上
総
の

村
々
は
八
幡
や
浜
野
村
な
ど
へ
の
送
り
状
を
添
え
て
、
茂
原
又
は
高
師
の
荷
宿

へ
物
資
を
送
る
と
、
あ
と
は
す
べ
て
荷
宿
側
が
責
任
を
持
っ
て
江
戸
ま
で
の
手

筈
を
調
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
茂
原
・
高
師
は
東
上
総
に
お
け
る
物
資
の
一

大
集
荷
地

と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
物
資
運
送
に
実
際
に
従
事
し
た
の
は
、
八
幡
村
の
場
合
助
合
村
の
農
民
達
で

あ
っ
た
。
助
合
諸
村
は
急
な
公
用
通
行
に
備
え
、
毎
日
朝
か
ら
八
幡
村
の
問
屋

場
に
詰
め
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
が
、
公
用
通
行
に
必
要
な
人
馬
の
割
り
振
り

が

終
っ
た
後
、
不
用
に
な
っ
た
人
馬
は
江
戸
か
ら
到
着
し
た
物
資
を
茂
原
・
高

師
方
面
に

運
送

し
、
帰
途
茂
原
・
高
師
に
集
荷
さ
れ
た
物
資
を
八
幡
村
ま
で
運
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二　伊南通往還における物資の流通

ん

だ
。
す
な
わ
ち
八
幡
村
民
は
海
上
運
送
関
係
業
務
に
よ
り
現
金
収
入
を
得
、

八
幡
村
の
助
合
村
は
物
資
の
陸
送
に
よ
っ
て
収
入
を
得
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
八
幡

と
茂
原
・
高
師
間
の
継
場
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
潤
井
戸
村
と
六
地
蔵

村
の
二
か
所
で
あ
っ
た
が
、
八
幡
と
茂
原
・
高
師
及
び
東
上
総
方
面
と
の
通
行

の

時
は
六
地
蔵
村
に
お
い
て
中
継
を
し
、
曽
我
野
・
浜
野
と
同
地
方
間
の
と
き

は
潤
井

戸
村
に
お
い
て
中
継
を
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は

中
継
を
せ
ず
口
銭
に
よ
っ
て
付
通
し
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
八
幡
と
茂

原
・
高
師
及
び
東
上
総
方
面
の
場
合
、
往
返
共
馬
一
疋
に
つ
き
口
銭
四
文
を
支

払
っ
て
い
る
。
但
し
願
書
の
文
面
か
ら
み
る
と
口
銭
支
払
い
に
よ
る
付
通
し
は

八
幡
の
場
合
、
八
幡
と
茂
原
・
高
師
間
の
通
行
の
場
合
の
み
と
も
受
け
取
れ
る

の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
口
銭
に
よ
る
付
通
し
は
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
付

通

し
が
成
立
し
た
事
情
を
示
す
証
文
類
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
実
際

こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
生
じ
た
場
合
、
証
拠
と
し
て
付
通
し
が
成
立
し
た
事
情
を

記
す
の
が
常
套
手
段
で
あ
る
が
、
事
情
を
記
さ
な
い
の
は
珍
し
い
例
と
い
え
よ

う
。　

以
上
の

よ
う
に
房
総
（
こ
こ
で
は
下
総
南
部
か
ら
上
総
に
か
け
て
を
指
す

が
）
に
お
け
る
物
資
の
流
通
は
外
房
－
内
房
の
河
岸
ー
江
戸
と
い
う
コ
ー
ス
で

展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
後
期
に
至
る
と
東
浜
方
の
荷
主
達
も
江

戸
へ
の
運
送
費
を
低
く
押
え
る
た
め
、
大
漁
の
時
は
船
運
に
よ
り
江
戸
ま
で
物

資
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
、
平
常
の
漁
獲
量
の
時
の
み
内
房
西
海
岸
へ
運
ぶ
よ
う

に

な
っ
て
き
た
た
め
、
流
通
ル
ー
ト
の
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
願
書
に
よ

れ
ば

東
浜
か
ら
江
戸
へ
直
接
廻
漕
す
る
こ
と
を
「
東
海
外
廻
し
」
と
呼
ん
で
い

る
。　

東
上
総
諸
村
は

西
上
総
及
び
下
総
南
部
の
内
房
沿
の
河
岸
へ
物
資
を
陸
送
し

て

い
た

わ

け
で
あ
る
が
、
東
上
総
か
ら
河
岸
ま
で
の
流
通
に
関
す
る
具
体
的
事

例
を
い
く
つ
か
示
し
て
お
こ
う
。

　
東
上
総
諸
村
が
茂
原
や
高
師
の
荷
宿
に
物
資
輸
送
を
託
す
場
合
、
願
書
に
も

あ
っ
た
よ
う
に
、
荷
宿
に
荷
物
と
同
時
に
送
り
状
を
発
行
し
た
が
、
そ
の
内
容

は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
　
　
送
り
状

　
一
当
酉
ノ
御
年
貢
米
拾
俵
、
内
弐
俵
嬬
米
津
出
し
仕
候
、
右
者
江
戸
麹
町
四

　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
丁

目
谷
曲
淵
源
太
郎
様
御
屋
敷
迄
口
滞
早
ξ
送
り
届
ヶ
可
被
下
候
、
駄

　
　
賃
銭
弐
貫
八
拾
文
相
添
差
遣
し
候
、
御
改
御
受
取
可
被
成
候
、
乍
御
世
話

　
　
頼
入
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
総
国
中
原
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
　
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　
酉
八
月
廿
九
日

　
　
　
　
高
師
村

　
　
　
　
　
　
伝
　
兵
　
衛
殿

　
　
　
　
八
幡
村

　
　
　
　
　
　
小
　
兵
　
衛
殿

　
こ
の
送
り
状
は
中
原
村
（
現
岬
町
）
が
高
師
村
の
荷
宿
及
び
八
幡
村
に
宛
て
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上総伊南通往還について

た

も
の
で
、
輸
送
委
託
品
目
は
年
貢
米
一
〇
俵
、
そ
の
運
賃
は
二
貫
八
〇
文
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
運
賃
は
「
駄
賃
銭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
陸
送
の
運
賃
で

あ
っ
て
、
船
積
賃
は
別
途
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
く
中
原
村
が
高
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

村
の
伝
兵
衛
と
六
地
蔵
村
・
潤
井
戸
村
・
浜
野
村
に
出
し
た
送
り
状
（
年
月
日

不
明
）
に
よ
る
と
、
米
三
〇
俵
に
つ
き
駄
賃
銭
三
貫
文
を
支
払
っ
て
い
る
。
こ

の

送

り
状
の
宛
先
は
荷
宿
の
高
師
村
と
河
岸
の
浜
野
村
以
外
に
、
六
地
蔵
村
と

潤
井
戸
村
に
も
宛
て
て
い
る
。
先
の
願
書
に
よ
れ
ば
、
中
継
を
実
際
に
し
た
と

し
て
も
潤
井
戸
村
だ
け
で
、
送
り
先
が
浜
野
村
で
あ
れ
ば
、
六
地
蔵
村
を
宛
先
に

加

え
る
必
要
は
な
い
筈
で
あ
る
が
、
慣
例
と
し
て
記
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　
こ

う
し
た
送
り
状
に
対
し
て
荷
宿
側
は
請
負
証
文
を
発
行
す
る
が
、
『
茂
原

市
史
料
』
に
は
浜
野
村
が
発
行
し
た
請
負
証
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
　
　
　
御
年
貢
運
送
請
負
証
文
之
事

　
一
坪
内
源
五
郎
様
御
知
行
所
猿
袋
村
御
年
貢
積
宿
之
儀
、
此
度
私
共
江
御
屋

　
　
敷
様
∂
被
仰
付
、
難
有
御
請
負
申
上
候
処
実
正
御
座
候
、
津
出
シ
次
第
相

　
　
改
受
取
之
、
早
々
御
廻
米
大
切
二
可
仕
候
、

　
一
万
一
破
舟
荷
打
濡
米
流
失
等
之
儀
者
、
浦
井
定
法
有
之
候
間
、
任
定
例
各

　
　
ξ
江
御
苦
労
相
懸
不
申
、
坪
明
可
申
候
、
何
二
而
も
御
米
之
儀
二
付
間
違
等

　
　
御
座
候
ハ
・
、
加
判
之
者
引
受
、
急
度
御
勘
定
相
立
可
申
候
、
其
節
・
一
至

　
　
御
訴
訟
ヶ
間
舗
義
申
上
間
敷
候
、
尤
運
送
米
之
儀
者
、
御
定
通
御
年
貢
御

　
　
津
出
之
内
二
而
可
申
請
候
事
、
尚
又
江
戸
廻
之
節
、
切
米
等
御
座
候
共
、

　
一
切
御
苦
労
相
懸
不
申
弁
納
可
仕
候
、

右
之
通
相
定
御
受
申
処
相
違
無
御
座
候
、
私
共
運
送
仕
候
内
者
、
何
ヶ
年
二
而

も
此
証
文
を
御
用
可
被
成
候
、
為
後
日
御
受
申
証
文
加
印
仰
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
総
国
千
葉
郡
浜
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
送
宿

文
化
六
巳

九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
兵
　
衛
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
同
村
親
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
重
　
良
⑩

　
猿
袋
村

　
　
　
名
主
縫
右
衛
門
殿

　
こ

の

請
負
証
文
は
浜
野
村
の
運
送
宿
武
兵
衛
が
猿
袋
村
の
名
主
に
宛
て
て
出

し
た
も
の
で
、
本
請
負
証
文
に
よ
れ
ば
、
従
来
猿
袋
村
は
浜
野
村
以
外
の
業

者
、
ま
た
は
浜
野
村
で
も
他
の
業
者
に
年
貢
米
輸
送
を
依
頼
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
年
よ
り
浜
野
村
の
武
兵
衛
が
猿
袋
村
の
年
貢
米
輸
送
を
請
負
う
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
請
負
証
文
は
毎
年
発
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
猿
袋
村
が
他
の
業
者
に
変
更
し
な
い
限
り
、
こ
の
請
負
証
文
が
効
力
を
持

っ
た
。

　
以
上
の

よ
う
に
時
代
に
よ
り
物
資
運
送
に
つ
い
て
の
手
続
等
に
つ
い
て
は
変

化
の

あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
東
上
総
の
流
通
の
拠
点
と
な
る
村
－
茂

原
・
高
師
1
に
物
資
が
集
荷
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
物
資
は
内
房
の
河
岸
に
向
け
て

運
ば
れ
て

い

る
。
茂
原
・
高
師
ま
た
は
物
資
運
送
を
依
頼
し
た
村
と
、
内
房
沿

の
河
岸
の
特
定
の
業
者
と
海
上
輪
送
に
関
す
る
契
約
が
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
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表1　中野村より潤井戸村へ提出した人馬一覧

考備

この年3月伊勢八田より上
総一宮藩へ

大多喜藩

蠣燭1丁
岩槻藩

小宰領1名

人足
4名

者1馬役行通日月年

4
4
3
3
3
2
　
3
4
3
3
2
　
2
　
2

3名

1
　
2
　
　
　
　
ウ
一
　
　
　
－

1

2
　
　
　
2
　
　
　
3

加納遠江守（久億）

加納家役人

阿部様（正義）

茂原大坊

松平織部正

加納家役人

大岡主膳正
松平織部正

加納遠江守　長持

加納様

大岡主膳正役人

中野台村水論出役人

杢9籠天弼〉家臣

脇坂氏家臣

藷曇麟寺｝

文政9年1月18日

3月12日

3月16日

3月27日

4月23日

5月？日

6月9日

7月17日

7月19日

8月13日

9月13日

10月20日

11月27日

12月26日

市原市中野　塙善雄家所蔵文書「蔵番帳」による。

業
者
に
よ
り
海
路
江
戸
ま
で
物
資
が
運
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
東
上
総
方
面
に
お
い
て
大
量
の
漁
獲
物
が
あ
っ
た
時
な
ど
は
、
東
上

総

よ
り
船
を
仕
立
て
て
直
接
江
戸
へ
運
送
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま

た

物
資
の
陸
送
に
従
事
し
た
の
は
助
合
人
馬
を
負
担
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。

三
　
伊
南
通
往
還
に
お
け
る
人
馬
継
立

O
　
伊
南
通
往
還
の
公
用
通
行

　
伊
南
通
往
還
が
上
総
国
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
し
て
い
た
か
に

つ
い

て
、
街
道
を
往
来
し
た
公
用
通
行
者
や
、
物
資
の
運
送
を
中
心
と
し
て
み

て

み
た

い
。
但
し
公
用
通
行
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
通
行
は
継
場
の
組
織
と
も
大

き
く
関
っ
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
公
用
通
行
が
あ
っ
た
か
を
記

す
に
留
め
、
公
用
通
行
処
理
に
つ
い
て
の
方
法
や
負
担
は
別
項
で
述
べ
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
伊
南
通
往
還
を
通
行
し
た
公
用
旅
行
者
は
参
勤
の
諸
大
名
及
び
家
臣
、
鷹
場

関
係
役
人
、
上
総
に
領
知
を
有
す
る
旗
本
、
大
寺
の
僧
侶
な
ど
で
あ
る
。
通
行

の

数
量
を
具
体
的
に
中
野
村
の
明
和
九
年
（
安
永
元
年
・
一
七
七
二
）
八
月
の

　
　
（
1
3
）

「
月
番
帳
」
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。
「
月
番
帳
」
は
諸
役
の
負
担
に
つ
い
て
記

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
野
村
は
継
場
で
あ
る
潤
井
戸
村
の
宿
組
合
ー
助
合
村

1
で
あ
っ
た
た
め
、
「
月
番
帳
」
に
は
潤
井
戸
へ
提
出
し
た
助
合
人
馬
を
「
潤
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井
戸
役
」
と
し
て
記
帳
し
て
い
る
。
明
和
九
年
の
「
月
番
帳
」
は
虫
害
甚
し
き

た

め

す
べ
て
の
文
字
を
判
読
し
難
い
た
め
、
図
表
化
は
せ
ず
、
要
点
の
み
を
記

す
こ
と
に
す
る
。

　
明
和
九
年
に
お
け
る
公
用
通
行
件
数
は
お
よ
そ
四
五
件
程
で
、
通
行
量
の
多

か

っ

た

の

は
一
〇
月
と
一
一
月
で
両
月
と
も
一
〇
件
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
う

ち
大
多
喜
藩
主
の
阿
部
氏
及
び
そ
の
家
臣
の
通
行
が
六
件
、
岩
槻
藩
大
岡
氏
の

家
臣
の
通
行
が
五
件
と
な
っ
て
い
る
。
大
岡
氏
は
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
忠

光
の
時
勝
浦
藩
主
と
な
り
、
同
六
年
に
は
岩
槻
藩
主
に
転
じ
る
が
、
勝
浦
方
面

の

所
領
は

そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
年
貢
そ
の
他
の
連
絡
な
ど
の
た
め
、
度

々

大

岡
氏
の
家
臣
が
通
行
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
岡
氏
は
領
内
産
業
振

興
の
た
め
に
、
オ
ラ
ソ
ダ
渡
来
の
木
綿
種
の
試
植
を
し
た
り
し
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

家
臣

の

領
内
へ
の
通
行
も
よ
り
頻
繁
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
次
に
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
「
歳
番
帳
」
に
よ
り
、
伊
南
通
往
還
の
通

行
の
様
子
を
み
て
み
よ
う
。
「
歳
番
帳
」
の
内
容
は
先
に
説
明
し
た
「
月
番
帳
」

と
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
表
1
は
文
政
九
年
の
潤
井
戸
役
を
ま
と
め
た
も

の

で

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
公
用
通
行
総
件
数
は
一
八
件
で
、
こ
の
う
ち

一
宮
藩
加
納
氏
及
び
そ
の
家
臣
の
通
行
が
五
件
を
占
め
て
い
る
が
、
加
納
氏
は

文
政
九
年
の
三
月
に
伊
勢
八
田
よ
り
一
宮
に
移
っ
て
い
る
た
め
、
特
に
こ
の
年

の

通
行
が

多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の

通
行
に
対
す
る
中
野
村
の
一
年
間
の
負
担
は
馬
役
一
五
名
、
人
足
役

三
七
名
で
、
七
月
一
九
日
の
加
納
氏
通
行
の
際
は
こ
の
外
に
宰
領
一
名
を
派
遣

し
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
そ
の
時
の
記
述
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。

　
　
（
文
政
九
年
七
月
）

　
　
同
十
九
日

一
加
納
様

　
　

御
通
行

蝋
燭
壱
丁

宰
　
領
　
　
和
　
吉

次
郎
左
衛
門

忠
　
　
　
八

藤
　
　
　
八

小

右
衛
門

市
　
五
　
郎

　
　
　
　
　
馬

　
蟻

燭
壱
丁
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
判
ら
な
い
が
、
他
の
通
行
に
は
記
録
さ

れ
て

い
な
い
。

　
関
東
農
村
に
お
い
て
公
用
通
行
の
な
か
で
も
最
も
負
担
の
大
き
い
通
行
の
一

つ
が

鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
で
あ
る
。
「
歳
番
帳
」
に
は
鷹
場
関
係
役
人
の
通

行
に

つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
別
途
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
御
鷹
匠
役
始

　
　
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
　
　
　
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宰
　
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
　
　
　
吉
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八
日

九
日

十
日
送

居
付
内
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宰
領

八
月
七
日
口
口

御
鷹
弐
居

風
間
繁
八
様
　
　
御
宿

柳

川
甚
八
様
　
　
　
　
　
嘉
左
衛
門

雛
閲
撒
　
㌶
欄
賄

藤
　
　
　
八

小

右
衛
門

政

右
衛
門

七

左

衛

門

権
　
二
　
郎

忠
　
兵
　
衛

治
郎
左
衛
門

忠
　
　
　
八

友
　
　
　
八

小

右
衛
門

七

左

衛

門

　
　
　
　
　
馬

庄

左

衛

門

市
　
五
　
郎

惣

吉

　
鷹
場
関
係
役
人
の
た
め
に
費
し
た
日
数
は
都
合
四
日
に
及
び
、
人
足
役
は
都

合
一
四
名
、
馬
役
一
名
、
宰
領
二
名
の
負
担
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
宿
泊

経
費
は
番
場
村
と
中
野
村
で
負
担
を
し
て
お
り
、
番
場
村
が
＝
一
貫
七
六
二

文
、
中
野
村
が
四
貫
八
五
文
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
こ

と
か
ら
、
伊
南
通
往
還
に
お
け
る
公
用
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
通
行

は
、
大
多
喜
藩
及
び
勝
浦
藩
・
一
宮
藩
（
両
藩
は
近
世
を
通
じ
て
で
は
な
い

が
）
と
、
東
上
総
方
面
に
知
行
地
を
有
す
る
旗
本
、
僧
侶
等
で
あ
っ
た
。
こ
の

外
に
農
民
の
大
き
な
負
担
と
な
る
鷹
匠
の
通
行
・
休
泊
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

⇔
　
潤
井
戸
村
に
お
け
る
人
馬
の
継
立

　
伊
南
通
往
還
は

内
房
と
外
房
の
間
に
潤
井
戸
村
及
び
六
地
蔵
村
の
二
か
所
の

継
立
場
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
潤
井
戸
村
を
中
心
と
し
た
人
馬
の
継
立

が

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
を
み
て
み
た
い
。

　
潤
井
戸
村
も
他
の
継
立
場
と
同
様
に
助
合
村
と
の
間
に
継
立
人
馬
の
提
出
等

を
め
ぐ
っ
て
紛
争
を
展
開
し
て
い
る
が
、
継
立
の
実
態
を
示
す
史
料
は
少
な

く
、
し
か
も
継
立
場
で
あ
っ
た
潤
井
戸
か
ら
は
史
料
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

助
合
村
で

あ
っ
た
中
野
村
に
若
干
残
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

保

＝
二
年
（
一
八
四
二
）
八
月
の
済
口
証
文
に
よ
り
、
継
立
の
組
織
を
み
て
み

よ
う
。
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表2　潤井戸村組合一覧

村名1石 高 支 配

村

村

村

村

戸
　
沼
角
吉

井
潤
押
宗
永

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

場

又

竃
倉
吉
良
成
多
晶
轟
作
ぽ
崎
晶

番

瀬

中
高
高
国
奈
犬
喜
大
小
葉
古
荻
久
神
板
金

476石5斗1升3合

224石1斗1升1合
101石1斗4升3合

312石5斗5升2合

305石5斗

324石9斗7升5合
101石7斗1升9合

213石3斗3升2合
115石

248石4斗9升4合
100石

240石

174石

65石7斗

68石

207石

173石5升6合

270石3斗6升
62石

70石

176石

319石

阿部駿河守　森弥五郎

筒井左膳

富永六左衛門

林肥後守，松平大蔵少輔，杉浦弥市郎，近藤小膳，戸田惣
左衛門

内方鉄五郎代官所，本郷大和守，中山勝太郎，戸田惣左衛門

本郷大和，中山勝太郎，桜井左太郎

天野権十郎，河野権右衛門

本郷大和守，中山勝太郎，池田新次郎

戸田惣左衛門，永見伊予守，大河原源五左衛門

森弥五郎，高田元十郎

井上壱岐守，青木猪之助

井上壱岐守

　　ζ

河野善十郎

井上壱岐守

井上壱岐守，加藤伯書守

林肥後守

朝比奈三郎兵衛，林肥後守，朝岡新之助

鈴木帯刀，鈴木松之助

鈴木松之助

春田猪之助

安藤織部，石谷十蔵

市原市中野　塙善雄家所蔵文書　注17参照

石高・支配はr改訂房総叢書第5輯』所収の「上総国村高帳」による（寛政5年）。

　
訴
訟
側
は

潤
井

戸
村
名
主
豊
吉
で
、
訴
え
ら
れ
た
の
は
表
2
の
潤

井

戸
村
組
合
一
覧
表
の
う
ち
、
板
倉
村
と
金
剛
地
村
の
二
か
村
を
除

い

た
一
九
か
村
で
あ
る
。

　
潤
井
戸
村
の
申
立
に
よ
る
と
、
訴
訟
に
至
る
直
接
の
原
因
は
城
米

輸
送
に
対
す
る
助
合
村
の
対
応
が
従
来
の
仕
来
り
を
破
っ
た
こ
と
に

あ
る
が
、
実
質
的
に
は
継
場
で
あ
る
潤
井
戸
村
の
負
担
を
少
し
で
も

軽
減

し
、
助
合
側
に
負
担
を
拡
散
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
潤
井
戸
村
は
近
年
諸
家
の
通
行
が
増
大
す
る
の
に
対
し
、
利
益
と

な
る
物
資
運
搬
は
脇
道
を
継
通
し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ

で

潤
井
戸
村
は
組
合
村
へ
対
し
、
人
馬
の
継
立
を
六
地
蔵
村
・
長
柄

村
の

ご
と
く
先
触
の
あ
っ
た
人
馬
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
組
合
村
で

負
担

を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
掛
合
を
行
っ
た
。
こ
の
掛
合
の
最
中
に

城
米
輸
送
の
時
期
に

な
り
、
従
来
通
り
高
百
石
に
つ
き
人
足
三
人
を

割
宛
て
た
と
こ
ろ
、
板
倉
村
と
金
剛
地
村
は
人
馬
及
び
宰
領
共
に
提

出
し
た
が
、
そ
の
外
の
組
合
村
は
宰
領
人
足
を
出
さ
ず
、
諸
経
費
の

支
出
を
も
拒
否
し
た
。

　
一
方
相
手
側
の
返
答
は
、
潤
井
戸
村
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

に

高
役
に
よ
る
人
馬
継
立
に
関
す
る
負
担
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ

は

潤
井
戸
村
内
部
の
こ
と
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
役
負
担

を
組
合
村
に
も
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
諸
経
費
の
支
出
に
し
て
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も
潤
井
戸
村
で
処
理
す
べ
き
も
の
を
、
高
役
と
し
て
負
担
を
組
合
村
に
か
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
宰
領
の
件
は
天
保
一
二
年
六
月
に
一
方
的
に
潤
井
戸
村
よ
り
触
れ
て
き
た
も

の

で

あ
る
が
、
や
む
な
く
納
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
よ
り
鷹
場
関
係
者

の

通
行
に
関
す
る
入
用
帳
を
年
番
の
村
方
に
控
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し

帳
面
の

記
載
内
容
に
得
心
の
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
潤
井
戸
村
へ
対
し
各

種
帳
面
の

提
示
を
求
め
た
が
拒
否
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
火
付
盗
賊
方
よ
り
囚
人
御
預
け
の
際
も
多
く
の
番
人
足
を
触
当
て
て

く
る
な
ど
、
組
合
村
に
対
し
多
く
の
負
担
を
か
け
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
人
馬
継
立
の
範
囲
に
つ
い
て
も
継
越
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
潤
井
戸
村
は
浜

野
村

ま
で
継
立
を
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
曽
我
野
・
泉
水
村
ま
で
も
継
越

を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
が

組
合
村
が
不
満
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
済
口
証
文
に
よ
る
と
潤

井
戸
村
の
人
馬
の
継
立
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
。

従
来
の
継
立

　
○

人
馬
勤
方
は

馬
一
疋
・
人
足
二
人
と
定
め
る
。
（
こ
れ
が
潤
井
戸
村
の
常

　
　
備
人
馬
の

こ
と
を
さ
す
の
か
は
定
か
で
な
い
。
）

　
○
人
足
七
人
ま
で
は
潤
井
戸
村
が
勤
め
、
八
人
以
上
は
組
合
村
に
触
当
て

　
　
る
。
次
に
争
点
の
一
つ
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
の
仕
来
り
と
し
て
、
助
合

　
　
村
は

提
出
人
馬
に
宰
領
を
付
き
添
わ
せ
る
。

　
O
城
米
は
高
百
石
に
つ
き
人
足
三
人
の
割
合
を
も
っ
て
触
当
て
る
。

新
規
の
人
馬
継
立

　
○

潤
井
戸
村
の
立
人
足
は
日
々
三
人
五
分
と
す
る
。
そ
れ
以
上
は
組
合
村
に

　
　
て
勤
め
る
。

　

○
組
合
村
か
ら
人
馬
を
提
出
す
る
際
、
宰
領
と
し
て
村
役
人
が
一
人
宛
付
添

　
　
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
本
虫
損
）

　
○

先
触
持
・
小
廻
・
［
川
山
草
苅
人
足
及
び
先
触
の
な
い
急
人
馬
な
ど
は
潤

　
　
井
戸
村
が
負
担
す
る
。

　
○
囚
人
番
人
足
・
白
牛
・
野
馬
（
白
牛
と
野
馬
は
峯
岡
牧
の
関
係
で
あ
ろ

　
　
う
。
）
宿
泊
の
際
の
番
人
足
は
潤
井
戸
村
に
て
三
分
、
組
合
村
に
て
七
分

　
　
の
割
で
負
担
す
る
。

　
○
継
立
人
馬
の
継
越
の
件
は
、
大
多
喜
藩
主
と
一
宮
藩
主
の
通
行
の
時
に
限

　
　
り
浜
野
村
を
継
越
し
て
も
よ
い
。

　
○
御
用
通
行
に
よ
る
休
泊
の
足
銭
は
一
人
一
泊
に
つ
き
銭
二
〇
〇
文
宛
二
六

　
　
か
村
へ
割
宛
て
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
同
様
相
心
得
」
と
あ
る
か
ら
、

　
　
大
多
喜
’
一
宮
両
藩
主
の
通
行
時
と
も
受
け
取
れ
る
。
ま
た
二
六
か
村
に

　
　
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
○
天
保
二
二
年
に
お
け
る
城
米
継
立
の
節
、
組
合
村
が
運
送
を
せ
ず
、
潤
井

　
　
戸
村
が
立
替
え
た
一
五
〇
俵
分
の
雇
人
足
銭
は
、
一
駄
に
つ
き
八
四
文
計

　
　
六
貫
八
六
六
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
結
着
済
で
あ
る
。
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○
年
貢
米
輸
送
に
つ
い
て
は
従
来
通
り
と
し
、
高
百
石
に
つ
き
馬
□
疋
の
割

　
　
と
す
る
。
（
馬
の
頭
数
は
判
読
し
難
い
が
、
従
来
の
規
定
で
は
人
足
三
人

　
　
と
な
っ
て
い
る
。
）

　
以
上
の

よ
う
に
継
立
人
馬
の
負
担
に
関
す
る
潤
井
戸
村
側
・
組
合
村
側
の
規

定
が

新
た
に
設
け
ら
れ
た
が
、
従
来
の
規
定
と
新
た
に
決
ま
っ
た
人
馬
継
立
負

担
の

内
容
を
比
較
す
る
と
、
従
来
の
規
定
は
あ
ま
り
に
も
簡
単
な
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
慣
例
的
に
行
わ
れ
て
き
た
人
馬
継
立
が
、
海
防
政
策
な
ど
に
よ
り

公
用
通
行
が
増
大
し
て
き
た
た
め
継
立
量
が
増
加
し
、
継
立
に
関
す
る
負
担
方

法
に

つ
い
て

新
た

に

見
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
時
期
に
来
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　
宿
駅
に

対
し
、
助
郷
人
馬
を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
た
村
を
助
郷

村

と
呼
ぶ
が
、
脇
往
還
に
あ
っ
て
は
交
通
の
拠
点
と
な
る
継
場
に
対
し
助
郷
人

馬

を
提
供
す
る
村
を
、
助
合
村
と
呼
ぶ
場
合
と
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
と
が
あ

っ
た
。

　
本
稿
で

は

継
場
へ
人
馬
を
提
供
す
る
こ
と
を
〃
助
郷
”
で
は
な
く
〃
助
合
”

と
記
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
〃
助
郷
”
と
〃
助
合
”
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。
脇
往
還
に
お
い
て
は
、
助
郷
を
助
合
と
称
し
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
黒
羽
兵
治
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
之

を
要
す
る
に
助
合
制
度
は
或
る
意
味
に
お
い
て
助
郷
制
度
の
原
始
的
形

　
　
態
で

あ
る
。
両
者
は
時
を
同
じ
う
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

　
　
時
間
的
に
か
ム
る
関
係
を
有
す
る
も
の
と
は
称
し
得
な
い
が
、
其
の
実
質

　
　
よ
り
見
る
と
き
は
正
し
く
か
入
る
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
ら
う
。
之
を
別

　
　
個
の
方
面
よ
り
言
へ
ば
、
助
郷
制
度
は
五
街
道
地
方
に
お
け
る
助
合
制
度

　
　
で
あ
り
、
助
合
制
度
は
脇
往
還
地
方
に
お
け
る
助
郷
制
度
で
あ
る
。
か
く

　
　
の
如
き
両
制
度
を
何
故
に
一
は
助
郷
制
度
と
言
ひ
、
一
を
助
合
制
度
と
称

　
　
し
た
か
の
理
由
に
至
っ
て
は
全
く
不
明
と
い
ふ
の
外
は
な
い
。
（
中
略
）

　
　
敢
て
之
を
推
測
す
る
な
ら
ば
、
か
ふ
る
名
称
は
、
全
く
助
合
村
の
人
馬
負

　
　
担

を
分
担
す
る
精
神
が
相
互
救
援
に
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
と

　
　
考
へ
ら
れ
る
。

　
以
上
の

様
に
黒
羽
氏
は
五
街
道
で
は
助
郷
、
脇
往
還
で
は
助
合
と
称
さ
れ
て

い

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
〃
助
郷
”
と
〃
助
合
”
の
両
者
が
何
故

に

存
在
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
助
合
の
語
句
が
な
ぜ
発
生
し
た
か
は
今
尚
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
助
郷
‖

五
街
道
と
す
る
な
ら
ば
、
助
郷
制
度
は
幕
府
が
＝
疋
の
時
期
に
定
め
た
も
の
で

あ
り
、
助
合
は
領
主
が
設
定
し
た
り
、
継
場
と
慣
行
と
し
て
人
馬
を
提
供
し
て

き
た
村
と
の
間
の
対
立
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
律
に
設
定
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
助
郷
と
助
合
の
両
者
が
存
在
し
た
こ
と
は
事

実
で
あ
り
、
助
合
は
脇
往
還
に
お
け
る
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お

い
て

は

〃

助
合
”
の
語
句
を
使
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。
但
し
本
稿
で
引
用
し
た

嘉
永
四
年
一
〇
月
に
八
幡
村
が
岩
本
大
隅
守
に
提
出
し
た
願
書
に
は
助
郷
と
あ

る
。
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さ
て
潤
井
戸
村
に
お
い
て
は
、
助
合
人
馬
を
提
供
す
る
村
を
「
助
合
村
」
と

は

呼
ば

ず
に
、
「
組
合
村
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
組
合
村
と
は
「
助
合
組
合

村
」
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
下
総
か
ら
上
総
に
か
け
て
編
成
さ
れ
て
い
た

　
　
　
（
1
8
）

「
五
郷
組

合
」
の
連
合
体
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
両
総
の
継
場
の
多
く
は
五
郷

組
合

よ
り
助
合
人
馬
の
提
供
を
求
め
て
い
た
が
、
五
郷
組
合
も
房
総
往
還
の
よ

う
に
公
用
通
行
に
よ
る
負
担
が
大
き
い
地
域
で
は
、
五
郷
組
合
が
助
合
村
と
し

て

の
性
格

を
強
め
、
諸
史
料
に
も
助
合
村
と
書
か
れ
る
場
合
が
多
く
、
継
場
に

よ
っ
て
は
助
合
村
も
定
助
合
・
大
助
合
に
分
化
す
る
所
も
み
ら
れ
る
。

　
一
方
潤
井
戸
村
の
場
合
、
助
合
人
馬
を
負
担
す
る
母
体
の
名
称
は
組
合
村
で

あ
り
、
助
合
人
馬
負
担
は
各
種
負
担
の
一
つ
ー
と
い
っ
て
も
近
世
後
期
に
お

け
る
最
大
の
負
担
は
助
合
人
馬
の
提
出
で
あ
っ
た
ろ
う
。
－
と
し
て
把
え
ら

れ

て

い
た

の

で
あ
る
。

⇔
　
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行

　
本
来
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
も
公
用
通
行
の
…
環
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ

り
、
前
章
に
お
い
て
述
べ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
継
場
に
よ
っ
て
は
厳
密
で

は

な
い
が
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
と
、
他
の
公
用
通
行
を
切
り
離
し
て
考
え
て

い

る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
第
一
に
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
に
係
る
負
担
が
他
の
公
用
通
行
と
比

較
す
る
と
、
継
場
及
び
助
合
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
第

二
に

交
通
等
の
役
負
担
を
す
る
組
織
と
、
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
を
負
担
す
る

組
織
が

異
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
マ
般
の
公
用

通
行
の
継
立
と
は
区
別
さ
れ
る
。

　
潤
井
戸
村
に
お
い
て
も
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
は
他
の
公
用
通
行
と
は
区
別

し
て
い
る
面
が
強
い
。
ま
た
潤
井
戸
村
の
助
合
負
担
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
五

郷
組
合

は
、
本
来
ど
の
よ
う
な
目
的
で
組
織
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
結
果
と
し
て
諸
役
人
負
担
の
組
織
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ

の

組
織
が
鷹
場
関
係
の
諸
負
担
を
果
す
た
め
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
鷹

場
関
係
役
人
の
通
行
と
他
の
公
用
通
行
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。

　
以
上
の

よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
般
の
公
用
通
行
と
重
複
す
る
部
分
は
あ
る

が
、
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
に
つ
い
て
は
取
り
あ
え
ず
一
般
公
用
通
行
と
は
区

別
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
天
保
九
年

（
一
八
三

八
）
七
月
の
「
御
鷹
匠
一
件
組
合
村
々
役
人
連
判
写
」

に
、
享
保
期
よ
り
天
保
期
に
至
る
潤
井
戸
村
の
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
に
関
る

負
担
に
つ
い
て
略
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
冒
頭
コ
早
保
四
年
亥
四

月
中
関
東
七
州
江
三
ヶ
条
之
以
御
定
書
被
　
仰
渡
候
、
L
と
あ
る
。
則
こ
の
御
定

書
に
よ
り
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
再
興
さ
れ
た
鷹
場
制
度
に
よ
る
負
担

が
、
具
体
的
に
こ
の
地
方
に
も
掛
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

享
保
四
年
に
こ
の
よ
う
な
定
書
が
発
行
さ
れ
た
様
子
は
な
く
、
享
保
三
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に

次
の
よ
う
な
書
付
が
関
東
七
ヶ
国
に
向
け
出
さ
れ
て
い
る
。
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享
保
三
戌
年
七
月
二
日
御
書
附

　
　
　
一
御
鷹
御
用
二
付
、
在
郷
へ
御
鷹
匠
罷
越
候
節
、
御
用
之
人
夫
差
出
候

　
　
　

外
者
、
諸
入
用
面
ξ
自
分
払
に
致
候
筈
之
間
、
飯
料
薪
油
等
不
及

　
　
　

言
、
当
分
之
軽
き
事
共
迄
も
、
少
も
馳
走
ヶ
間
敷
儀
致
間
敷
候
、
或

　
　
　

者

諸
道
具
以
下
二
至
迄
も
、
若
入
用
に
も
候
半
哉
与
、
兼
而
用
意
致
候

　
　
　

儀
を
堅
致
間
敷
候
、
且
又
商
物
之
直
段
等
も
、
常
式
に
不
相
替
売
ら

　
　
　
　
せ
可
申
候
、
惣
而
何
事
も
常
二
か
は
り
取
繕
ひ
候
儀
を
致
し
、
後
々

　
　
　
　
相
知
候
ハ
・
、
名
主
組
頭
曲
事
た
る
べ
き
事
、

　
　
　
一
諸
払
無
滞
相
済
候
ハ
・
、
委
書
立
、
名
主
組
頭
宿
主
手
形
差
出
可
申

　
　
　
　
事
、

　
　
　
右
之
趣
、
急
度
相
守
候
様
に
、
武
蔵
・
相
模
・
上
総
・
下
総
・
下
野
・

　
　
　
上
野
・
常
陸
此
七
ヶ
国
在
々
所
々
へ
可
申
付
候
、
御
用
之
儀
与
存
、
此

　
　
　
上
若
何
に
而
も
馳
走
か
ま
し
き
儀
用
意
致
さ
せ
候
ハ
・
、
御
代
官
地
頭

　
　
　
ま
て
可
為
越
度
事
、

　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
戌
七
月

　
右
の
内
容
か
ら
み
て
、
享
保
四
年
四
月
の
御
定
書
と
は
享
保
三
年
七
月
の
こ

の

書
附
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
に
関
す
る
負

担
は

享
保
一
三
年
ま
で
は
潤
井
戸
村
一
村
で
処
理
を
し
て
き
た
。
し
か
し
次
第

に

一
村
に
よ
る
賄
い
は
困
難
に
な
り
、
村
々
（
五
郷
組
合
の
連
合
体
力
）
へ
相

談

し
こ
の
頃
よ
り
鷹
場
関
係
の
負
担
を
組
合
村
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
に
関
す
る
負
担
に
就
い
て
、
元
文
三
年
（
一
七

三

八
）
七
月
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
七
月
、
同
八
年
七
月
に
そ
れ
ぞ
れ
潤

井
戸
村
と
組
合
村
側
の
間
で
一
札
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
「
享
保
年
中

∂
文
化
年
中
迄
ハ
年
々
御
出
ニ
ハ
無
之
、
中
ニ
ハ
天
明
之
頃
∠
寛
政
之
度
迄
長
休

ミ
等
も
有
之
、
其
後
ハ
年
々
同
様
被
遊
御
出
役
、
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
地
域

に

お

け
る
鷹
場
関
係
の
負
担
が
増
大
す
る
の
は
文
化
期
以
降
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
結
果
潤
井
戸
村
と
組
合
村
の
間
で
負
担
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
が
生
じ

る
よ
う
に
な
り
、
特
に
天
保
期
が
両
者
の
対
立
の
激
し
か
っ
た
時
期
の
よ
う
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
八
月
の
「
御
鷹
匠
一
件
済
口
証
文
写
」
に
よ
る

と
、
潤
井
戸
村
は
古
来
よ
り
大
小
の
百
姓
が
「
平
役
」
で
鷹
場
関
係
の
諸
役
を

負
担
し
て
き
た
。
し
か
し
天
保
四
年
凶
作
の
た
め
新
規
に
高
役
に
よ
る
負
担
を

願
い
出
て
許
さ
れ
、
組
合
村
に
対
し
て
も
以
来
村
方
会
所
で
召
使
う
人
足
や

「
宿
亭
主
代
」
ま
で
賃
銀
に
換
算
し
、
負
担
す
る
よ
う
通
知
し
て
い
る
。
先
に

も
少
し
触
れ
た
が
、
潤
井
戸
村
は
自
村
内
に
お
け
る
負
担
方
法
を
高
役
に
切
替

え
た
の
に
伴
い
、
そ
れ
を
組
合
村
に
も
適
用
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

の

結
果
組
合
村
の
中
で
こ
の
訴
訟
に
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
国
吉
村
と
金
剛
地

村
が

扱
人

と
な
り
、
次
の
よ
う
な
取
り
決
め
が
な
さ
れ
た
。

　
　
一
此
度
扱
人
共
立
入
、
双
方
へ
申
入
候
者
、
一
躰
組
合
村
ξ
之
義
者
、
一
村

55



三　伊南通往還における人馬継立

同
様
相
互
二
実
意
ヲ
以
示
談
肝
要
ハ
勿
論
二
御
座
候
、
右
相
談
節
村
役
人

共
心
底

を
察
考
致
候
得
共
、
新
規
之
割
合
二
付
当
惑
二
紛
挨
拶
二
お
よ

び

兼
候
義
を
、
潤
井
戸
村
二
而
者
承
知
与
心
得
事
柄
行
違
ひ
、
相
互
弥
増

憤
合
、
当
御
用
後
早
ξ
出
訴
二
も
相
成
、
旧
来
之
好
二
事
変
り
、
莫
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仲
）

之
金
銀
無

益
之
出
入
費
、
向
後
不
中
二
相
成
り
、
其
上
奉
対
御
公
辺
一

同
恐
入
候
義
、
依
而
者
双
方
懸
合
中
憤
合
、
其
外
心
配
費
候
金
子
訴
答

二

見
競
、
金
拾
五
両
宛
ッ
合
テ
金
三
拾
両
扱
人
二
免
し
貰
請
度
、
左
候
得

者

右
金
子

を
融
通
廻
し
、
利
銀
を
以
会
所
入
用
買
入
丈
之
賃
銭
、
潤
井

戸
村
役
人
中
江
扱
人
よ
り
相
渡
、
尚
又
残
利
銀
元
金
直
し
、
凡
拾
ヶ
年

程

も
相
立
候
ハ
・
、
品
こ
よ
り
元
金
丈
二
も
相
嵩
可
申
、
左
候
得
者
出

金

丈
ハ
元
分
へ
割
返
、
元
金
三
拾
両
利
下
致
、
其
節
之
振
合
二
応
シ
右

為
手
宛
永
相
談
之
上
積
置
申
度
、
尤
宿
亭
主
之
義
失
費
二
付
、
潤
井
戸

村
二
而
も
相
止
申
度
段
申
候
二
付
、
是
ハ
相
省
候
積
り
、
其
外
会
所
入
用

帳
申
争
之
義
者
、
村
々
よ
り
古
来
一
両
人
宛
も
出
勤
致
候
例
も
有
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
約
脱
力
）

自
今
共
年
番
ヲ
立
、
一
両
人
宛
も
出
勤
致
、
万
事
倹
者
勿
論
、
当
入
用

帳
年
ξ
一
冊
宛
調
置
候
ハ
・
、
疑
惑
茂
無
之
、
其
外
是
迄
行
違
ひ
申
争

ノ
廉
〉
扱
人
貰
請
、
双
方
懸
合
方
行
届
、
然
上
ハ
前
書
出
金
三
拾
両
之

義
ハ
双
方
よ
り
拾
五
両
宛
、
何
れ
二
も
扱
人
之
意
二
任
出
金
致
候
筈
二
議

定
、
其
外
右
一
条
二
付
、
重
而
双
方
無
申
分
熟
談
内
済
仕
候
、
依
而
為

後

日
一
札
如
件
、

　
　
　
　
天
保
六
乙
未
年

　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
日

　
こ

れ
に

よ
れ
ば
、
潤
井
戸
村
・
組
合
村
の
双
方
よ
り
金
一
五
両
宛
、
計
三
〇

両

を
徴
収
し
、
こ
れ
を
融
通
回
し
し
て
利
銀
を
会
所
入
用
金
と
し
、
会
所
経
費

は

扱
人
が
潤
井
戸
村
の
役
人
に
渡
す
こ
と
と
す
る
。
利
銀
の
残
り
は
元
金
に
組

み

入
れ

て

お

け
ば
、
一
〇
年
程
で
元
金
程
度
の
額
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
時
は
出
金
分
を
出
金
老
に
返
済
す
る
。
以
降
の
利
銀
は
利
下
げ
ま
た
は
そ

の

時
の
状
況
に
よ
り
積
立
て
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
財
政
面
を
確

保
し
、
出
費
を
押
さ
え
る
た
め
に
、
「
宿
亭
主
」
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
諸
経
費
の
支
出
等
に
つ
い
て
は
潤
井
戸
村
に
限
ら
ず
ど
こ
で
も
問
題
と
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
取
決
め
に
よ
り
従
来
に
も
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
よ
り
年
番
を
立
て
一
両
人
宛
会
所
へ
出
勤
し
入
用
帳
を
調
べ
れ
ば
疑

惑
の

生

じ
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
時
の
取
決
め
に
よ
り
業
務
が
円
滑
に
進
ん
だ
わ
け

で

は

な
く
、
入
用
帳
の
疑
惑
や
三
〇
両
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
組
合
村
と
潤
井
戸

村

と
の
間
に
再
び
対
立
が
生
じ
、
天
保
九
年
七
月
に
先
に
も
述
べ
た
「
御
鷹
匠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

一
件
組
合
村

≧
役
人
連
判
写
」
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
、
こ
れ
に
よ
り
次
の
五

か
条
が

取
決
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　
一
積
金
六
拾
両
年
〉
壱
割
為
利
足
金
六
両
ツ
・
、
右
遣
払
之
義
潤
井
戸
村

　
　
　
江
高
割
助
合
と
し
て
年
≧
金
弐
両
ツ
・
、
組
合
村
≧
二
而
ハ
宿
礼
助
合
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と
し
て
金
弐
両
ツ
・
、
積
金
之
義
ハ
一
躰
組
合
↓
同
惣
高
割
ヲ
以
終
会

迄
懸
済

候
二
付
、
余
分
之
高
日
依
之
会
所
御
用
懸
之
内
江
金
弐
両

ツ

・

、

都
合
金
六
両
ツ
・
年
≧
遣
払
候
筈
、
然
ル
ニ
扱
人
∠
頼
入
候
は
、

其
外
相
払
申
度
場
所
も
有
之
間
、
右
歩
合
壱
割
半
二
い
た
し
度
旨
、
双

方
へ
是
ヲ
頼
二
付
任
其
意
、
依
而
増
利
金
三
両
有
之
内
、
弐
両
は
御
用

中
潤
井
戸
村
役
人
井
惣
代
之
者
諸
入
用
二
渡
之
、
残
而
壱
両
ハ
会
所
御

用
懸
入
用
之
内
江
増
金
仕
候
筈
取
極
メ
申
候
事
、

一
御
鷹
匠

様
方
御
賄
中
人
足
は
勿
論
、
村
役
人
た
り
共
狸
り
二
酒
ヲ
不
可

呑
、
猶
又
賄
人
内
役
人
足
野
歩
口
口
勤
方
之
義
万
事
相
弁
へ
さ
せ
差
出

可
申
之
事
、

一
御
鷹
匠
様
方
不
及
申
、
下
ξ
之
衆
た
り
と
も
立
腹
之
節
ハ
、
人
足
は
勿

論
、
村
役
人
こ
て
も
狸
り
・
二
存
ヲ
以
請
答
不
申
、
其
品
二
寄
神
妙
に

申
訳
い
た
し
、
御
聞
入
無
之
候
ハ
・
、
早
〉
会
所
へ
申
入
、
取
斗
ひ
ヲ

請
可
申
事
、

一
木
賃
水
部
証
文
面
之
義
一
汁
一
菜
之
外
酒
肴
ハ
勿
論
、
何
二
て
も
馳
走

ヶ

間
敷
義
ハ
決
而
不
仕
旨
ニ
ハ
候
得
共
、
御
公
人
様
之
御
義
二
候
得
者
、

酒
肴
万
端
其
時
宜
ヲ
見
斗
ひ
、
会
所
役
人
中
相
談
之
上
取
斗
ひ
候
間
、

依
而
ハ
一
村
限
り
勝
手
我
儘
之
取
賄
ひ
い
た
し
、
外
村
ξ
へ
難
義
ヲ
懸

候
儀
有
之
候
而
ハ
不
宜
、
已
来
次
第
不
同
之
取
斗
ひ
等
決
而
仕
間
敷
事
、

一
御
鷹
匠

様
方
御
逗
留
中
、
餌
取
屋
衆
・
小
者
衆
其
外
口
分
連
表
向
御

口
所
無
之
、
御
増
人
有
之
、
酒
肴
ヲ
好
、
種
ξ
六
ヶ
敷
申
聞
賄
村
及

難
儀
候
義
迄
有
之
候
得
共
、
近
国
冥
加
役
と
差
心
得
可
相
勤
口
御
公
役

之
御
義
二
候
得
者
、
随
分
大
切
二
取
扱
、
品
能
申
訳
い
た
し
、
成
丈
の

品
ヲ
以
宥
メ
置
、
其
上
不
法
不
筋
申
募
不
得
止
事
候
ハ
・
、
会
所
迄
申

出
取
斗
ひ
ヲ
請
可
申
、
尚
又
右
之
方
≧
出
立
之
瑚
、
木
賃
等
貰
請
度
分

申
聞
候
ハ
・
、
品
能
遣
可
申
候
、
右
ヲ
拒
候
村
方
ハ
、
是
迄
種
≧
之
難

題
被
申
懸
、
数
度
及
難
義
候
、
右
丈
之
義
ハ
心
能
差
遣
、
首
尾
克
御
用

向
勤
切
可
申
候
事
、

右

五

ヶ
条
之
儀
ハ
、
村
≧
役
人
共
一
同
出
会
相
談
之
上
取
極
候
義
二
而
、

小
前
末
ξ
二
至
ま
て
不
洩
様
相
心
得
さ
せ
、
　
御
鷹
匠
様
御
逗
留
中
御

用
大

切
二
相
勤
可
申
候
、
万
ξ
一
重
キ
　
御
公
役
ヲ
軽
し
、
不
調
法
之

義
出
来
、
右
一
条
二
付
諸
入
用
出
払
之
節
取
斗
ひ
候
義
ハ
、
右
不
調
法

二

落
入
候
村
方
∂
一
同
之
入
用
差
出
さ
せ
候
筈
、
併
年
来
二
見
競
候
得

ハ
、

下

〉
之
衆
非
分
之
た
め
難
渋
い
た
し
候
村
方
も
有
之
、
巳
来
右
躰

之
儀
有
之
候
節
ハ
不
及
是
非
、
御
用
人
之
名
前
ヲ
印
置
、
及
数
度
候
上

ハ

其
御
筋
様
江
御
注
進
申
上
候
筈
、
尚
又
　
御
鷹
匠
様
と
て
稀
に
は
非

分
之
御
取
斗
ひ

も
被
成
候
哉
、
万
一
右
躰
之
義
二
付
難
義
致
候
村
方
之

義
ハ
、
都
而
会
所
役
人
中
迄
申
出
、
取
斗
ひ
ヲ
請
可
申
、
其
節
実
ξ
御

非
分
之

義
二
相
違
無
之
、
及
迷
惑
其
上
諸
雑
費
ヲ
遣
難
義
候
村
方
ヘ

ハ
、

組
合
一
同
惣
高
割
ヲ
以
助
合
候
筈
、
已
来
ハ
邪
正
不
取
失
様
、
相
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三　伊南通往還における人馬継立

　
　
互
二
御
用
向
大
切
二
相
守
候
筈
、
一
統
取
極
メ
申
候
、
依
之
為
後
日
村

　
　
々
役
人
と
も
連
判
之
為
取
替
規
定
伍
而
如
件
、

　
　
　
　
天
保
九
戌
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
合
村

≧
役
人
連
判

　
　
本
書
ハ
潤
井
戸
村
・
国
吉
村
・
永
吉
村
二
有
之
事
、

以
上
の

五
か
条
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

①
第
一
条
は
六
〇
両
の
積
金
の
運
営
に
つ
い
て
で
あ
る
。
初
め
積
金
は
三
〇

　
両
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
で
は
不
足
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
さ
ら
に
三

　
〇

両
が
追
加

さ
れ
、
六
〇
両
の
利
息
六
両
は
次
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い

　
た
。

　

二
両
　
潤
井
戸
村
へ
高
割
助
合
と
し
て
、

　
二
両
　
組
合
村
々
に
て
は
「
宿
礼
助
合
」
と
し
て
、

　
二
両
　
会
所
御
用
懸
り
経
費
に
、

　
　
以
上
の

配
分
の

意
味
が

少
々
判
り
か
ね
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
六
両
の

　
利
息
で
は
不
足
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
利
息
は
一
割
五
分
と
し
、
増

　
収
分
三
両
の
内
二
両
は
御
用
中
潤
井
戸
村
役
人
な
ら
び
に
惣
代
の
者
の
諸

　
入
用
に

宛

て
、
一
両
は
会
所
御
用
懸
り
入
用
に
宛
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
鷹
匠
の

世
話
を
し
て
い
る
間
は
、
人
足
・
村
役
人
共
に
酒
を
呑
ん
で
は
い

　

け
な
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
鷹
場
関
係
役
人
等
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す
る

　

た

め

で
あ
ろ
う
。

③
鷹
匠
方

と
い
ざ
こ
ざ
を
起
し
て
は
な
ら
な
い
。
無
理
な
要
求
が
あ
れ
ば
受

　
　
け
答
え
せ
ず
、
神
妙
に
申
訳
し
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ぬ
時
は
会
所
へ
申
し
入

　
　
れ
る
こ
と
。

④
鷹
匠
等

は
一
汁
一
菜
と
決
ま
っ
て
い
る
が
、
酒
肴
万
端
に
つ
い
て
は
会
所

　
　
役
人
の
方
で
考
え
る
。
一
村
の
考
え
で
勝
手
に
対
応
し
た
の
で
は
他
村
に

　
　
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
一
村
が
派
手
な
振
舞
い

　
　
を
す
る
と
、
他
村
も
そ
れ
に
な
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
負
担
が
増
大
し

　
　
て
し
ま
う
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑤
鷹

匠
一
行
の
中
に
は
公
用
に
て
賄
う
筋
で
は
な
い
も
の
も
い
る
。
す
な
わ

　
　
ち
単
な
る
増
人
で
あ
る
。
彼
等
は
酒
肴
を
好
み
、
難
し
い
こ
と
を
注
文
す

　
　
る
が
、
「
近
国
冥
加
役
」
と
思
っ
て
勤
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
余
程
の

　
　
時
は
会
所
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
。
尚
出
立
の
時
木
賃
銭
な
ど
幾
許
か
の

　
　
金
子
を
要
求
し
た
場
合
は
「
品
能
出
可
申
候
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は

　
　
鷹
場
関
係
役
人
と
い
う
表
現
を
し
た
が
、
彼
等
一
行
が
す
べ
て
“
役
人
”

　
　
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
役
人
の
手
限
り
が
雇
わ
れ
た
よ
う
な
者
も
い

　
　
た

わ
け
で
あ
る
。

　
右
の
五
か
条
に
つ
い
て
は
組
合
村
の
役
人
一
同
相
談
の
上
取
り
決
め
ら
れ
た

が
、
こ
の
外
に
不
調
法
が
生
じ
た
場
合
は
、
不
調
法
を
起
し
た
村
が
そ
れ
に
要

し
た
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
。
鷹
場
関
係
役
人
の
内
で
下
級
の
者
の
非
分
に
よ

り
難
渋
し
た
時
は
、
そ
の
者
の
名
前
を
記
し
て
お
き
、
非
分
が
何
度
か
行
わ
れ
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上総伊南通往還について

た

時
は

そ
の
筋
に
注
進
す
る
こ
と
。
鷹
匠
も
稀
に
非
分
な
こ
と
を
す
る
が
、
こ

の

場
合

も
会
所
の
指
示
を
う
け
、
鷹
匠
の
非
分
に
相
違
が
な
け
れ
ば
諸
雑
費
は

会
所
が
負
担
す
る
。
さ
ら
に
苦
労
し
た
村
へ
は
組
合
村
…
同
総
高
割
で
助
合
を

す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
に
関
し
て
は
、
一
般
的
な
公
用
人
馬
継
立
の
負
担
と

は

異
な
る
組
合
村
が
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場
合
当
然
の
こ
と

な
が
ら
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
は
他
の
公
用
通
行
と
は
別
扱
い
さ
れ
る
が
、
こ

う
し
た
組
織
の
問
題
と
は
別
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ

う
に
、
鷹
場
関
係
役
人
ら
が
余
り
に
も
横
暴
を
振
い
、
村
方
に
無
理
難
題
を
要

求
す
る
た
め
、
他
の
公
用
通
行
と
は
別
途
の
対
策
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で

は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
は
農
民
側
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
面
の
み
で
あ
っ
た

が
、
幕
府
に
と
っ
て
は
結
果
と
し
て
脇
往
還
の
継
立
組
織
を
維
持
す
る
も
の
と

し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
え
る
。
1
鷹
場
関
係
役
人
の
通
行
を
負
担
す
る
組

合
と
、
一
般
公
用
通
行
を
負
担
す
る
組
合
と
で
は
村
の
編
成
に
若
干
の
相
違
が

み

ら
れ
る
と
い
う
矛
盾
は
あ
る
が
。
1
公
用
通
行
の
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
な

地
域
に
お
い
て
も
、
鷹
場
関
係
役
人
が
年
に
一
～
二
回
通
行
す
る
こ
と
に
よ
り

人
馬
の
継
立
や
宿
泊
を
経
験
し
、
常
に
あ
る
程
度
の
公
用
通
行
を
処
理
す
る
機

能
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
筆
者
は
従
来
房
総
に
お
け
る
幹
線
交
通
路
を
、
船
橋
か
ら
木
更
津
を
経
て
館

山
方
面
に
達
す
る
房
総
往
還
と
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
幹
線
道
路
を
大
網
辺
り

よ
り
茂
原
を
経
て
安
房
方
面
に
達
す
る
外
房
往
還
（
仮
称
）
と
考
え
、
房
総
往

還

と
外
房
往
還
を
結
ぶ
街
道
を
土
気
往
還
　
　
実
質
的
に
は
土
気
往
還
も
外
房

往
還
の

｝
部1
で
あ
る
と
し
た
。

　

し
か
し
伊
南
往
還
を
調
査
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
房
総
往
還
が
海
岸
沿

を
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
房
海
岸
と
平
行
に
走
っ
て
い
る
外
房
往
還
を
も

房
総
の
幹
線
道
路
と
、
短
絡
的
に
位
置
付
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
。

　
房
総
往
還
は
幕
府
の
制
度
か
ら
み
た
場
合
、
参
勤
交
代
の
大
名
・
峯
岡
牧
の

役
人
、
さ
ら
に
近
世
後
期
に
至
っ
て
は
海
防
の
た
め
の
通
行
路
と
し
て
機
能
し

た

し
、
内
房
1
1
江
戸
の
守
り
の
地
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
房
総
往
還
の
継
場
は

陸
上
交
通
路
と
し
て
の
要
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
海
路
江
戸
へ
物
資
を
運
ぶ
た

め

の
、
ま
た
は
江
戸
か
ら
物
資
を
運
び
入
れ
る
た
め
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
。

　
下
総
南
部
か
ら
上
総
に
か
け
て
の
物
資
の
流
れ
を
み
る
と
、
こ
の
地
域
の
物

資
は
内
房
に
集
荷
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
海
路
江
戸
に
向
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

房
総
往
還

と
外
房
を
結
ぶ
街
道
が
房
総
の
街
道
を
研
究
す
る
さ
い
の
ポ
イ
ソ
ト

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
外
房
往
還
は
外
房
に
お
け
る
物
資
集
荷
地
へ
達
す
る
た
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おわりに

め

の
道

と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
外
房
往
還
を
最
初
か
ら
一
本
の
幹

線
交
通
路

と
し
て
把
握
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
房
総
の
特
質
を
見
誤
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
先
に
発
表
し
た
拙
稿
に
お
い
て
、

茂
原
・
高
師
を
土
気
往
還
か
ら
外
房
往
還

の

流
れ
の

中
で
考
え
た
が
、
茂
原
・
高
師
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
伊
南
通
往
還

の
継
場
、
物
資
集
散
地
と
し
て
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註（
1
）
　
外
房
と
内
房
を
結
ぶ
交
通
路
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、
荒
居
英
次
著
『
近
世

　
　
日
本
漁
村
史
の
研
究
』
昭
3
8
、
新
生
社
、
拙
稿
「
近
世
上
総
に
お
け
る
交
通
の
展

　
　
開
」
（
豊
田
武
編
『
近
世
の
都
市
と
在
郷
商
人
』
昭
5
4
、
巌
南
堂
所
収
）
、
古
川
力

　
　
「
九
十
九
里
浦
の
干
鰯
陸
送
と
東
金
街
道
」
（
肝
藤
練
麟
誕
飲
研
編
『
房
総
漁
村
史
の
研

　
　
究
』
昭
5
8
、
千
秋
社
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
　
茂
原
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
茂
原
市
史
料
第
三
十
輯
』
本
書
は
内
部
資
料
と
し

　
　
て
作
ら
れ
た
も
の
で
孔
版
で
あ
る
。

（
3
）
・
（
4
）
は
（
2
）
と
同
じ
。

（
5
）
　
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
1
2
千
葉
県
』

　
　
昭
5
9
、
角
川
書
店

　　　　　　　
141312
）　　）　　）

　　　　　　　　　　　　11109876
）　　）　　）　　）　　）　）

長
柄
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
長
柄
町
史
』
昭
5
2
、
長
柄
町
役
場
、
四
一
四
頁

同
右
同
頁
。

注
（
2
）
に
同
じ
。

慶
応
大
学
所
蔵
文
書

茂
原
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
茂
原
市
史
料
第
二
十
三
輯
』

同
右
　
第
二
十
一
輯

同
右
　
第
八
輯
下

市
原
市
中
野
　
塙
善
雄
家
所
蔵
文
書

大

村
進
編

『
武
州
岩
槻
藩
大
岡
家
史
料
』
昭
5
0
、
岩
槻
市
教
育
委
員
会

（
1
5
）
　
市
原
市
中
野

（
1
6
）
　
同
右

塙
善
雄
家
所
蔵
文
書

（表
紙
）

「
　
天
保
十

三
壬
寅

年

　
潤
井
戸
村

　
　
　
　
　

済
　
口

　
組
合
一
件

八
月
日

証
　
文
　
写

中
　
野
　
村

　
　
　
名
主

　
　
　
　
長
右
衛
門
」

差
上
申
済
口
証
文
之
事

一
阿
部
駿
河
守
領
分
森
信
八
郎
知
行
所
上
総
国
市
原
郡
壬
井
戸
村
小
前
役
人
惣

代
阿
部
駿
河
守
領
分
訴
訟
人
名
主
豊
吉
∂
、
筒
井
紀
伊
守
知
行
所
同
国
同
郡

下
野
村
名
主
清
左
衛
門
外
六
拾
四
人
相
懸
り
難
渋
出
入
、
去
丑
年
二
月
中
佐

橋
長
門
守
様
御
勘
定
御
奉
行
所
御
勤
役
之
節
奉
出
訴
、
当
三
月
二
日
御
差
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
転
力
）

御
尊
判
頂
戴
相
附
候
処
、
御
同
人
様
御
伝
役
二
付
、
跡
部
能
登
守
様
御
引
渡

二

相

成
、
相
手
方
汐
茂
返
答
書
差
上
、
当
時
御
吟
味
中
二
御
座
候
処
、
今
般

懸
合
之
上
熟
談
内
済
仕
趣
意
左
二
奉
申
上
候
、

「
訴
訟
方
二
而
申
出
候
ハ
、
村
高
四
百
七
拾
六
石
五
斗
余
房
総
筋
往
還
継
場
二

而
、
近
郷
無
類
極
難
渋
之
村
方
、
追
ζ
人
少
困
窮
陥
り
、
人
馬
勤
方
之
儀
t

馬
壱
疋
・
人
足
弐
人
ト
定
、
相
手
村
ζ
口
同
郡
板
倉
・
金
剛
地
村
弐
ヶ
村
加
口

合
廿
弐
ヶ
村
当
村
ね
組
合
右
村
ζ
惣
高
四
千
百
六
拾
石
余
二
而
、
元
来
当
村
佐

助
合
来
人
足
七
人
迄
之
分
当
村
二
而
相
勤
、
其
余
八
人
∠
之
分
ハ
前
書
組
合
村

ζ
佐
触
当
、
人
馬
遅
参
不
参
井
取
締
之
た
め
、
村
毎
役
人
之
内
壱
人
宛
ッ
宰
領

為
附
添
相
勤
来
候
処
、
近
年
諸
家
様
方
御
通
行
多
分
相
成
り
、
殊
二
当
村
継

場
・
六
地
蔵
・
長
柄
山
振
合
と
も
出
人
馬
多
、
其
上
口
助
潤
二
可
相
成
荷
物

ハ

不
残
脇

道
ヲ
継
通
、
継
場
助
成
追
ζ
手
薄
二
相
成
、
難
義
仕
候
二
付
、
前
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
先
力
）

六
地
蔵
・
長
柄
山
両
村
之
通
り
御
口
触
有
之
候
人
馬
、
以
来
組
合
村
ζ
二
而

（
助
力
）

口
合
呉
候
様
懸
合
二
お
よ
ひ
候
内
、
羽
倉
外
記
様
御
代
官
所
同
国
埴
生
郡
・
夷

隅
郡
村

ζ
よ
り
口
納
之
御
城
米
御
継
立
二
付
、
古
来
仕
来
通
り
高
百
石
二
付
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上総伊南通往還について

人
足

三
人
之
割
合
ヲ
以
組
合
村
ζ
佐
触
当
候
処
、
板
倉
・
金
剛
地
両
村
口
可

相
心
人
馬
宰
領
共
差
出
し
、
相
手
之
内
口
御
宿
宰
領
人
足
不
参
い
た
し
、
其

外
出
銭
之
瑚
り
金
子
・
宰
領
共
差
出
し
不
申
、
弥
以
御
‖
御
差
支
二

相
成
、
難
義
仕
候
間
、
六
地
蔵
・
長
柄
山
順
村
振
合
之
通
り
御
先
触
有
之
、

人
馬
組
合
村
ζ
二
而
相
勤
、
御
城
米
之
義
ハ
古
来
仕
来
り
［
山
割
合
［
U
相

勤
候
様
被
　
仰
付
口
其
外
品
ζ
訴
［
川
U
相
手
方
二
而
ハ
組
合
廿
三
ヶ
村
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
保
四
年
）

之
、
潤
井
戸
村
人
馬
遣
払
不
足
之
分
助
合
来
候
処
、
拾
ヶ
年
以
前
巳
年
新
規

高
役
願
口
聞
済
二
相
成
候
趣
二
而
、
潤
井
戸
村
御
用
□
組
合
村
ζ
高
割
致
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
保
五
年
）

候
間
、
其
旨
可
相
心
得
旨
、
翌
午
年
七
月
中
御
鷹
匠
様
御
宿
請
口
為
申
聞
、

其
後
御
用
済
出
銭
之
劒
り
、
割
合
取
立
組
合
村
二
而
人
足
銭
差
出
候
例
無
之

差
縫
、
扱
人
立
入
種
ζ
懸
合
中
、
猶
御
鷹
匠
様
御
出
役
前
ミ
指
懸
り
差
支
出

来
候
而
ハ
恐
入
、
夫
ζ
勤
方
之
義
ハ
議
定
為
取
替
、
一
躰
口
潤
井
戸
村
高
役

願
済
之
義
、
同
村
限
り
之
事
二
而
、
助
郷
村
ζ
h
高
役
可
相
懸
筋
竜
有
之
間

敷
、
勝
手
侭
之
取
斗
方
二
候
得
共
、
穏
二
事
済
候
ヲ
専
一
二
勘
弁
仕
、
其
節
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諸
力
）

り
御
鷹
匠
様
御
入
用
帳
年
番
之
村
方
口
拍
置
候
様
相
成
候
処
、
口
帳
面
之
内

難
心
得
廉
有
之
、
壬
井
戸
村
之
儀
t
親
郷
二
而
、
記
帳
等
も
可
有
之
□
帳
面

見
競
度
申
込
候
得
共
、
相
紛
ら
し
為
見
届
ヶ
不
申
、
都
而
高
役
後
引
続
混
雑

紛

し
口
而
、
人
馬
触
当
之
儀
も
追
ζ
相
嵩
、
去
ζ
子
年
中
火
付
盗
賊
方
よ
り

囚
人
御
預
ヶ
有
之
候
節
ハ
、
一
昼
夜
村
役
人
付
添
、
番
人
足
口
十
八
九
人

ツ

＼
、
日
数
三
十
日
余
為
差
出
、
御
城
米
相
込
候
時
節
二
而
、
相
手
之
内
国

吉
村
佐
数
日
打
続
人
馬
触
当
相
嵩
候
二
付
、
組
合
村
二
而
廉
ζ
相
心
得
申
度
、

壬
井
戸
村
へ
懸
合
候
而
も
取
留
候
義
も
不
為
申
聞
、
去
丑
年
六
月
中
ψ
諸
人

足
新
規
宰
領
被
相
触
難
義
仕
、
先
例
無
之
相
止
呉
候
様
懸
合
候
処
、
親
郷
二

対
し
差
当
ヶ
間
敷
義
申
候
上
t
、
尚
更
宰
領
触
当
杯
不
当
之
挨
拶
、
同
年
十

一
月
二
至
り
、
御
城
米
二
付
宰
領
付
添
候
様
、
難
儀
之
趣
懸
合
候
得
共
、
一

切
不
聞
入
訴
訟
人
豊
吉
宅
佐
白
渕
を
張
、
村
役
人
例
席
二
而
村
ミ
役
人
共
ヲ
土

間
居
置
、
追
而
其
筋
へ
申
上
候
間
、
後
悔
致
間
敷
杯
、
其
外
悪
口
雑
言
取

交
、
口
口
付
人
馬
無
拠
引
連
罷
帰
り
候
程
之
義
、
其
節
訴
訟
方
御
地
頭
所
様

御
用
役
御
在
出
中
二
付
、
右
次
第
申
立
候
処
、
御
談
し
有
之
、
古
来
之
通
り

人
馬
差
出
候
義
二
付
□
差
滞
義
無
之
旨
書
付
差
出
、
其
後
潤
井
戸
村
問
屋
清

左
衛
門
∂
参
会
触
来
り
候
間
、
村
ζ
役
人
口
出
人
馬
差
出
筈
、
猶
駄
賃
銭
請

取
印
も
差
出
筈
、
新
規
義
ヲ
も
取
極
継
送
致
、
猶
又
壬
井
戸
村
ぷ
浜
ノ
村
迄

継
場
之
処
、
曽
我
野
・
泉
水
村
迄
も
為
継
越
、
其
外
諸
口
御
休
泊
入
用
n

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
問
）

］
廉
合
不
相
分
候
出
銭
ヲ
も
被
取
立
、
間
屋
場
日
〆
帳
御
休
泊
入
用
、
其
外

先
触
帳
共
承
知
仕
度
及
懸
合
候
得
共
、
一
切
為
見
不
申
、
品
ζ
疑
敷
取
斗
向

等
押
隠
し
、
相
違
之
趣
意
書
錺
奉
訴
候
ハ
難
心
得
旨
申
立
、
御
吟
味
中
二
御

座
候
処
、
厚
御
利
解
被
　
仰
聞
、
潤
井
戸
村
立
人
足
日
ζ
三
人
五
分
ツ
～
相

勤
、
其
余
口
人
日
組
合
村
ζ
二
而
相
勤
、
且
宰
領
之
義
t
都
而
組
合
村
ζ

［
］
ヶ
村
役
人
壱
人
ツ
～
潤
井
戸
村
迄
附
添
可
申
候
、
尤
前
後
1

］
附
添
不
及
、
御
先
触
持
井
小
廻
　
　
　
　
　
　
章
苅
人
足
等
之
義
宅
、
壬

井
戸
村
引
請
相
勤
候
筈
、
先
触
無
之
急
人
馬
之
義
尤
、
是
又
同
村
二
而
引
請

　
　
　
　
　
　
　
（
人
力
）

相
勤
候
筈
、
囚
人
番
口
足
井
白
牛
・
野
馬
御
泊
り
番
人
足
之
義
室
壬
井
戸
村

二

而

三
ト
、
組
合
村
二
而
七
ト
之
積
、
組
合
村
ζ
人
馬
浜
の
村
ヲ
継
越
之
義
ハ
、

松
平
備
前
守
様
・
加
納
遠
江
守
様
御
通
行
人
馬
御
継
立
二
限
り
、
御
用
御
通

行
御
休
泊
足
銭
之
義
宅
、
御
壱
人
一
泊
り
二
付
銭
弐
百
文
ツ
S
、
廿
六
ヶ
村

割
合
義
も
同
様
相
心
得
、
出
銭
役
壬
井
戸
村
問
屋
場
入
用
右
三
ヶ
村
、
廿
六

ヶ

村
［
口
日
川
口
壬
井
戸
村
口
組
合
［
川
川
川
口
五
両
ツ
S
助
合
候
筈
、

去
ル
丑
年
御
城
米
御
継
立
之
節
、
組
合
村
不
勤
之
分
百
五
十
俵
、
右
雇
［

口
壬
井
戸
村
二
而
｝
駄
二
付
八
十
四
文
ツ
S
之
割
合
ヲ
以
立
替
置
候
銭
六
〆
八

百
六
拾

六
文
此
節
取
引
相
済
、
以
来
御
城
米
御
継
立
方
之
義
ハ
古
来
仕
来
之

通

り
高
百
石
二
付
馬
一
疋
之
割
合
二
而
、
遅
参
・
不
参
無
之
様
日
大
切
二

相
心
得
、
壬
井
戸
村
井
二
組
合
廿
弐
ヶ
村
大
切
二
相
勤
候
筈
、
勿
論
宰
領
之
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

宅
、
外
継
立
同
様
壬
井
戸
村
迄
組
合
村
ζ
役
人
壱
村
限
り
口
人
宛
一

　
　
　
一
取
極
、
一
同
無
申
分
一
　
　
　
　
　
　
一
御
威
光
与
難
有
仕
合
奉
存

候
、
然
上
t
右
口
義
二
付
、
重
而
双
方
∠
御
願
筋
毛
頭
無
□
為
後
証
、

連
印
済
口
証
文
差
上
申
処
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
駿
河
守
領
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
信
八
郎
知
行
所
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上
総
国
市
原
郡
潤
井
戸
村

　
　
　
　
小
前
役
人
惣
代

　
　
駿
河
守
領
分

　
　
　
　
　
名
主

　
　
　
　

訴
訟
人

　
豊
　
　
　
吉

　
　
近
藤
隼
之
丞
知
行
所

　
　
　
同
国
同
郡
永
吉
村

　
　
　
拾
九
ケ
村
惣
代

　
　
　
　
　
名
主

　
　
　
　

相

手
　
多
　
　
　
助

　
　
戸
田
斧
次
郎
知
行
所

　
　
　
同
国
同
郡
国
吉
村

　
　
　
　
　
名
主

　
　
　
　

相

手
　
五
郎
左
衛
門

　
　
井
上
筑
後
守
領
分

　
　
　
同
国
同
郡
犬
成
村

　
　
　
　
　
名
主

　
　
　
　

相

手

　
弥
左
衛
門
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御
奉
行
所
様

（
1
7
）
　
黒
羽
兵
治
郎
著
『
近
世
交
通
史
研
究
』
昭
1
8
、
日
本
評
論
社
、
第
二
章
、
助
合

　
　
制
度
試
論
よ
り
引
用
。

（
1
8
）
　
五
郷
組
合
に
つ
い
て
は
根
崎
光
男
「
近
世
に
お
け
る
郷
組
の
存
在
と
．
そ
の
意

　
　
義
」
（
『
法
政
史
学
』
3
1
号
、
昭
5
4
）
拙
稿
「
上
総
に
お
け
る
組
合
村
と
交
通
組
織

　
　
に
つ
い
て
」
（
『
市
原
地
方
史
研
究
』
9
、
昭
5
3
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
9
）
　
市
原
市
中
野
　
塙
善
雄
家
所
蔵
文
書

（
2
0
）
　
荒
井
顕
道
編
・
滝
川
政
次
郎
校
訂
『
牧
民
金
鑑
』
下
巻
、
昭
4
4
、
刀
江
書
院
、

　
　
四
九
三
頁
（
原
本
の
見
出
し
は
『
牧
民
金
鑑
』
第
一
七
、
御
鷹
場
）

（
2
1
）
・
（
2
2
）
市
原
市
中
野
　
塙
善
雄
家
文
書

（
2
3
）
　
注
（
1
）
拙
稿
に
同
じ
。

（本
館
歴
史
研
究
部
）


